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はじめに 

古井戸 宏通（東大院） 
 

1990 年代以降、「持続可能な社会」が世界の共通目標となるなかで、林政に

おいては森林の多面的機能の発揮が重視されるようになった｡地域自然資源管

理一般においても、それが抽象的な経済理論のいう「点」としての事業所にお

ける生産活動とは異なり、空間管理と軌を一にしている以上、その利用・管理

に伴ってなんらかの外部性が不可避的に発生する。それゆえに、そして地域資

源が単なる「資源」ではなく人びとの生活・生存の場であるがゆえに、中世以

来、林野を中心とする非耕地においてさまざまな用益をもとめてなんらかの共

同利用が行われ、近代化の過程に於いては、非耕地にもっぱら用材などの工業

原料をもとめる領邦権力や近代国家が従来の共同体的利用に対して介入してき

た歴史が、さらに現代においては多国籍企業が遺伝子資源をもとめて途上国の

原生的森林地帯の住民利用に対して介入している現状がある。この事実は、21
世紀における「持続可能な地域資源管理システム」を考える上ではじめに確認

しておく価値があるだろう。 
本来さまざまな潜在的用益の存する空間から、地域の住民たちはさまざまな

用益を得るための経験知をもっていた。近代科学は、工業原料の採取に特化し

た技術開発に奉仕し、空間管理を画一化・単一目的化することに貢献してきた

といっても過言ではないだろう。林野においてはそれが、針葉樹一斉造林に代

表される人工林空間を生み出したといえる。 
1970 年代以降の世界的な木材価格の低落傾向と、20 世紀前半に造林された山

岳林における更新問題、さらに所得水準の向上・公共インフラ整備水準の向上

による環境財への人びとの相対的評価のたかまりは、冒頭に述べた森林の多面

的機能にふたたび人びとの目を向けさせる契機となった。ここにおいて、多面

的機能のそれぞれの受益者となる多様な経済主体がなんらかの形で資源管理に

かかわることが重要であるとする公衆参加論 public participation と、従来の技

術者至上主義のせめぎあいが生じる。 
公衆参加論についてさらに考えてみよう。公衆が「参加」するという場合、

大きく分けて、森林管理費用負担、木材商品の購入のような資金の支出とボラ

ンティア労働のようなサービスの提供の２種類がある。これに対して公共部門

の役割も、林業補助金のような資金の支出、財・サービス（不特定多数への公

益的なサービスを含む）の提供に加えて、たとえば「良い施業」を行う森林所

有者を認定 authorize した上で優遇する、という場合がある。ここで優遇という

のは税制面であろうと補助金であろうと、結局の所資金の支出に帰着する場合
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が多いのであるが、どういう所有者を優遇するかを決定するのが「認定」とい

う行為である。公共部門の「認定」が、消費者の「選定」＝選択的購入を促す

場合もありえよう。仮に「良い施業」が、公的林業研究機関などによって特定

でき、公共部門の認定した施業方法を実施する森林所有者に対して公衆が積極

的にその管理に参加するということになれば、公衆参加論と技術者至上主義の

もつそれぞれの欠点が補完的に緩和されることになるかもしれない。ただしこ

れには技術者自体が「良い施業」という目的概念を再定義し、従来行われてき

た a.針葉樹一斉造林のための技術開発と b.奥地天然林の生態学研究の両極端か

ら脱却することが条件となる。 
第 1 章以降の調査事例の多くは、少なくとも先進国においては、地域資源管

理をめぐるこうした時代背景をもっている。また途上国の野生生物管理のよう

な事例においても、グローバルな受益とローカルな受苦といった構図のなかで、

公衆参加と生態学的技術論、経営管理論をどのように整合させるかという問題

を、公共部門・地域住民・技術者らの参加によって解決する必要があるだろう。 
こうした諸問題に対して性急に処方箋を示すのが本報告の目的ではない。諸

事例の分析と類型化が先決であると考え、そのための有効なツールとして Savas
の図式を利用するのが眼目である。 

 
以下、Savas 図式について概観しておこう。 
公共部門が一定の役割を果たしつつ民間部門を公共サービス供給の仕組みに

組み込む諸方式についての議論は、公共政策論において、単純な第三セクター

論から始まり、ニュー・パブリック・マネジメント（NPM）論へと展開してい

る。英国で実際に NPM 理論にもとづいてサッチャー政権時代に公共サービスの

民営化が進められたのはなお記憶に新しいところである。 
 NPM の理論的支柱のひとつとなったのが、Savas1)であったことは、大住 2)

などからみてとれる。Savas は、公共サービスを社会的に供給する仕組みを図

式的に類型化する方法（以下「Savas 図式」）を提示した。 
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図 A Savas 図式におけるフロー表示 
 

Savas 図式の特徴を述べる。公共サービス供給にかかわる主体として想定さ

れているのは、政府 G、私企業 PF、消費者（受益者）C、非営利団体 VA の４

種類であり、これら主体間の関係として、認定・選定（図では実線）、財・サー

ビスの供給（破線：赤）、支払い（点線：白）の３種類のフローが想定されてい

る（図 A）。 
通常の国民経済分析との違いは「認定・選定」authorization を明示すること

により、公共サービス供給の「アレンジ」や責任の所在を示している点であり、

Savas 図式により、政府サービス（図－１）、市場（図－2）の両極端に加え、

グラント（図－3：第三セクターに類似）など種々の施策類型が提示される。 
ここで、「グラント」（図－３）の例により Savas 図の読み方を解説しておき

たい。いわゆる民間委託の一形態であるが、細かくみると下記のような関係に

なっている。 
1)公共部門と民間企業との関係 

G から PF への点線は、公共部門から民間企業への補助金の支出を示している。

G から PF には実線も書かれており、これは当該民間企業を当該公共サービスの

供給者として、公共部門が認定していることを意味する。 
2)民間企業と公共サービス受益者との関係 
 PF から C への波線は、民間企業が消費者（公共サービス受益者）に対して財・

サービスの提供を行っていることを示している。 

A B

Savas図式：凡例

A B

B A

認定・選定

支払い

財・サービス
の提供
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【市場】

  
 図－１ 政府サービス   図－２ 市場 

 

G

PFC

【grant】

 
   図－３ グラント 
 
 C から PF への点線は、受益者が民間企業に対して対価を支払っていることを

示す。このケースでは、民間企業は公共部門の委託を受け、助成金を受け取っ

て公共サービスを行ってはいるものの、受益者から応分の負担金を徴収してい

ることになる。 
 Savas 図で最も解釈に注意を要するのが、C から PF への実線である。この実

線は「市場」（図－２）においても書かれている。Savas がこの実線によって意

味するところは、類似の財・サービスを提供する複数の民間企業のなかから、

消費者（受益者）が特定の企業を選択して取引を行う過程を、消費者による選

定 authorization とみなす解釈である。グラントにおいては、この実線が存在す

ることで、一定分野の公共サービスについて公共部門が複数の民間企業を認定

し、消費者はこれらの民間企業の提供するサービスの内容を比較検討し、自由
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に選択することができることを意味する。仮に、同じ民間委託であっても特定

の独占企業体が公共サービス供給を請け負う場合には、消費者の側に選択の余

地はないから、図－３の C から PF への実線は書かれない。 
 こうしたきめ細かい分析は、従来の「公共」「民間」「第三セクター」という

分類ではなしえなかったし、近年財政学分野から議論が進められている「公」

「私」「共」といった展望的ダイアグラムのなかでも操作的に描くことが難しい。

Savas 図の有用性は、経済体制のあり方にかかわらず、公共サービスの供給に

ついて、あるいは私的財を含む財・サービスの供給について、一定の事業を図

式化し、整理・分類する可能性に求められる。 
 
 ところで Savas 自身は、先にも触れたように、公共サービスの民営化のさま

ざまな方法を整理・図式化することで、よりよい統治の枠組みを具体的なサー

ビスのひとつひとつについて提案することを目的としてこの図式を用いた。 
 民営化を追求するための研究という Savas の意図、ひいては NPM 研究の「中

立性」に対しては批判も多い 3)。とくに途上国においては、公共部門が責任をも

って実施すべきインフラ整備そのものが立ち後れており、いわゆる「先進国病」

発生以前の段階である。経済の発展段階と社会資本整備のあり方の変容につい

ては、すでに 1970 年代に飯田・斎藤 4)が優れた見解を示し、紙野 5)がこれを林

政に応用した議論を展開している。NPM そのものは「先進国病」の発生、斎藤

の表現を借りれば社会資本ないし公共サービスに対する人びとの「オプショナ

リティ」の増大、マズローの欲求段階説にいう「自己実現欲求」の優越する発

展段階において最も適合的であるといえよう。 
しかしながら筆者は、Savas の意図にかかわらず、この図式化が、1990 年代

以降の先進国に限らず、古今東西で実施され、あるいは近年試みられているさ

まざまな施策の構造分析のツールとして活用可能であると考える。 
その一方で、本報告の目的は、「Savas の図式化が、地域資源管理や林政とい

う、土地空間の上で成り立つ公共的な用役の供給にかかわる利害関係者の営為

について、どこまで適用可能か」という汎用性についての検証を行うことでも

ある。どういう場合に Savas の方法では不十分であり、改善の余地があるかを

検証することは大きな意義があるだろう。 
 
 筆者はすでに 1990 年代以降の欧州林政事例（川上＝森林管理に限定した）の

いくつかについて、若干の試行的報告を行っている 6)。そこで得られた中間的結

論としては、a.森林施業を実施する主体とどのような施業を行うべきかを指導・

助言する主体を区別する必要があること、b.こうした指導・助言は経済学的にみ

ればサービスの供給とみなすことができるから、Savas 図で描くことができる
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こと、c.地方政府などが直轄で実施する施業については、政府自身のなかに企画

立案的部門と実行部門があると考え、「a.」で述べた区別を行うことが考えられ

ること、d.「消費者」として、木材の消費者と、森林の公益的機能にかかわる不

特定多数の受益者を措定する必要があること、e.「私企業」に相当するものを、

とりあえず「森林所有者」と考えることが可能であるものの、川下（林産業）

に対する林政施策についてはそれだけではまったく不十分であること、などが

挙げられる。 
 こうした問題点については、本プロジェクトの最初の段階で、執筆分担者の

間で共有し、共通の理解が得られた上でさらに「地域資源管理」一般に拡張し

た場合にどのような問題が生じるかについての議論を行った。もし各章の執筆

者の間で概念上の相異があるとすれば、それは一義的に事例のもつ特質を反映

しており、二義的には筆者（古井戸）のコーディネイターとしての力不足によ

るものである。 
 各事例の執筆者は、単に事例報告を通じて利害関係者間の Savas 図的関係を

示すのみならず、実際の作図を通じて Savas 図の利便性と限界についても言及

している。読者がこの報告書から多くを読み取っていただくことを期待したい。 
 
 なお、各章で述べられている担当者の見解は、個人的見解であり所属研究室

の見解ではないことをお断りしておく。 
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51：433-488 
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5) 紙野伸二（1982）『地方林政の課題』日本林業技術協会 
6) 古井戸宏通(2005)「林政諸施策における公的関与の類型化－Savas 図式による 1990 年代

以降の欧州事例の分析可能性－」『日本林学会講演要旨集』1A36 
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第 1 章 SAVAS 図式を用いた小笠原の自然資源管理における公的関与の類型化 
山崎 麻里（東大院） 

 
１．はじめに 
小笠原諸島は日本の代表的な海洋島であり、「東洋のガラパゴス」と呼ばれる固有で豊か

な自然を擁し、エコツーリズムの推進による持続可能な島づくりに取り組んでいる。2007
年 1 月には政府が世界遺産条約関係省庁連絡会議で、小笠原諸島を世界自然遺産登録候補

として「暫定リスト」に記載することを決定した。しかし、現在の小笠原では固有種の減

少や外来生物による生態系破壊が深刻な問題となっている。また、地域社会においても生

活や経済に関する多くの課題を抱えている。そのような中で、様々な主体が多様な形態で

自然資源管理に取り組んでいる。そこで、本稿では、小笠原の自然資源管理における公的

機関の関与について、SAVAS 図式による類型化を試み、それにより現在の小笠原の自然資

源管理における特徴と問題点を抽出することを目的とした。 
研究の方法としては、2003 年度から 2007 年 3 月にかけて小笠原諸島にて合計 9 回、110

日程度のフィールドワークを実施し、関係者への聞き取り調査を行うとともに、関係する

文献や資料調査、関係会議の傍聴、ボランティア事業や自然資源管理事業への参加などか

ら情報を収集した。調査から得た情報を、SAVAS 図式に則って、図式化を行った。 
 
２．小笠原の自然資源管理の概要 
２．１．小笠原諸島（東京都小笠原村）の概要 
 小笠原諸島は、東京から南南東 1000km にある、32 の島々（聟島列島・父島列島・母島

列島・硫黄島列島他）からなる。日本を代表する海洋島であり、有史以来一度も大陸と地

続きにならずに独自の進化を遂げた結果、固有種の宝庫であり「進化の実験場」とも呼ば

れる半面、その固有の生態系は非常に脆弱で「ガラスの生態系」と形容される。1830 年以

降、人間をはじめとして様々な動植物が入り込み、現在も、外来動植物種の侵入による生

態系の攪乱や景観変化が問題となっている。亜熱帯海洋性気候であり、固有動植物種や海

洋生物、サンゴ礁などが自然環境の特徴としてあげられる。 
面積は、父島 24km2、母島 20km2 であり、人口は父島 1927 人、母島 440 人（平成 18

年 3 月 1 日）である。年間来島者数は約 3 万人で、うち観光客が約 6 割を占める。小笠原

村には空港がなく、交通手段は約 6 日に一便の「おがさわら丸」のみであり、東京（竹芝）

～父島間航路が 25 時間半）、父島～母島間航路は 2 時間を要する。1968 年に日本に返還さ

れて以降、小笠原空港の建設が議論されてきたが、自然保護上の観点から兄島や父島時雨

山での計画が中止された。2005 年には燃料の高騰で高速船の就航も中止されるなど、住民

生活においては離島に起因する交通や医療などの生活面に関する問題が大きい。 
小笠原の主な産業は、観光業、建設業、漁業、農業、などである。農業は兼業農家が多

く、近年は台風による被害を避けるためにハウス栽培が盛んである。小笠原村は農地法が
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適用されておらず、また農業基盤の脆弱性という問題を抱えている。漁業は内地に出荷し

ているが地理的な不利性がある。林業は行われていない。以前は一次産業と観光の結びつ

きが乏しかったが、近年では地産地消の取り組みが始まり、一次産業と観光の連携が模索

されている。   
歴史的な特徴としては、江戸時代後期まで欧米の捕鯨船中継基地だった。1830 年に最初

の欧米系の居住者が定住し、1876 年には日本領土となったが、その際に、開拓奨励のため

土地は開墾者の個人所有になることが決まり、開発が進んだ。その後、サトウキビ栽培に

よる砂糖製造業のための薪炭材需要の急増に伴い、熱帯各地から成長の早い樹木が導入さ

れ、ギンネム、モクマオウ、リュウキュウマツなどが盛んに植えられ、現在、耕地以外で

も繁殖し、在来の植物を圧迫している。太平洋戦争に伴い 1944 年に島民の内地引き揚げが

行われ、戦後の米軍統治下の時代の欧米系島民しか帰島が許されない時代を経て、1968 年

に日本返還された。返還後は現在に至るまで特別措置法が適用され、復興開発事業による

公共事業依存型の建設業が産業の中心となってきた。1972 年に小笠原国立公園に指定され、

1979 年に村政が確立した。 
 
２．２．小笠原のエコツーリズムの展開過程の概要 

小笠原では 1968 年日本返還以降、ダイビングや釣りなどの観光産業が行われてきた 。
1988 年に返還 20 周年記念のむらおこし事業として日本で初めてホエールウォッチングを

実施して以降 、自然資源の保護と観光利用の両立による地域振興を目指してきた。1994
年の第２次小笠原村総合計画で自然との共生と魅力ある観光拠点の整備のためにエコツー

リズムの場を整備することが明記され、2000 年の小笠原諸島観光振興計画(2000-2009 年) 
ではエコツーリズムの推進を政策の柱として位置づけ、観光産業を小笠原村経済の中核と

することを目標とした。2004 年の第 3 次小笠原村総合計画では人と自然が共生する村づく

りのために、移入種対策や適正利用制度などの自然環境の保全と世界自然遺産登録に向け

た取り組みとして利用者のルールづくりを挙げている。   
一方、2000 年 10 月に小笠原を訪問した東京都知事が南島の荒廃を指摘して以来、南島

の管理を巡る議論が島内外で盛んに行われてきた。東京都は 2002 年 7 月に知事決定により

「東京都の島しょ地域における自然の保護と適正な利用に関する要綱」を定めた。この要

綱は、①自然の保護と利用の両立を図る自然環境保全促進地域の指定、②自然環境保全促

進地域での適正な利用のためにその地域の町村長と協定を締結し、都や町村の役割・適正

な利用のルールを定め、実行できる、③利用者への指導・解説を行う東京都自然ガイドを

認定する、の 3 つからなる。これに基づき 2002 年 7 月に都知事と小笠原村村長が「小笠原

諸島における自然環境保全地域の適正な利用に関する調停書」に調印し、2003 年 4 月より

東京都版エコツーリズムが開始された。自然環境保全促進地域には南島と母島石門一帯が

指定され、入島（山）人数や滞在時間などの適正な利用のルール を守って東京都自然ガイ

ドの同伴の元での利用が行われている。 
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その一方で、小笠原は 2002 年に村内経済関係４団体（小笠原村産業観光課・小笠原村観

光協会・母島観光協会・小笠原村商工会・小笠原ホエールウォッチング協会）が小笠原エ

コツーリズム推進委員会を発足し、小笠原独自のエコツーリズムを模索して、2004 年に小

笠原エコツーリズム推進マスタープランを策定し、現行 12 の自主ルールを集めた小笠原ル

ールブックを作成した。そして、2004 年に環境省のエコツーリズム推進モデル地区に指定

されたことを受け、それまで経済関連団体中心だった推進委員会に行政・NPO 団体・研究

者・漁協農協・企業などが加わり、2005 年に島内外の関係 16 団体からなるエコツーリズ

ム協議会を発足した。 
また、小笠原諸島は、2003 年に環境省と林野庁が設置した「世界自然遺産登録候補地に

関する検討会」にて、知床・琉球諸島とともに最終候補となったが、自然保護担保措置と

外来種対策が課題とされた。現在、環境省の自然再生事業の対象地に指定され、2002 年よ

り小笠原地域自然再生推進計画調査が行われている。他にも、島内外の NPO 団体や研究者、

民間団体、林野庁、環境省、小笠原村役場、東京都などさまざまな主体が自然環境の保全

に試行錯誤しながら取り組んでいる。 
  
３．小笠原の自然資源管理に関わる主体 
３．１．政府（G：Government） 

１）環境省 
小笠原は 1972 年に以前は環境省の事務所は小笠原にはなかったが、2006 年 4 月より小

笠原自然保護官事務所が父島の小笠原総合事務所内に設置され、上席自然保護官と自然保

護官の 2 名が常駐している。2007 年 3 月現在、アクティブレンジャーを募集している。現

在の業務内容としては、世界遺産登録への課題として挙げられた、保護担保措置の見直し

と外来生物対策がある。保護担保措置は国立公園の見直し及び鳥獣保護地区の拡大、外来

生物対策としては、自然再生事業（グリーンアノールの駆除、民有地のアカギ駆除など）

を行っている。 
 

 ２）林野庁 
小笠原の面積の約 64％を国有林が占める。その管理のために、小笠原総合事務所内に国

有林課が設置されている。現地事務所の主な業務内容は、戦後曖昧になった民有林と国有

林との境界査定及び整備、保護林の管理、希少動植物の保護増殖などである。また、森林

生態系保護地域の設定については、小笠原は伊豆諸島森林計画区に含まれるため、関東森

林管理局が中心に取り組んでいる。世界遺産に関しては、関東森林管理局・東京分局の世

界遺産調整専門官が担当している。 
  
 ３）東京都 
 都庁の環境局及び産業労働局が小笠原のエコツーリズムや世界遺産に関する業務に取り
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組んでいる。現地には東京都小笠原支庁が設置されており、土木課自然公園係が自然保護

関係の業務を取り扱っており、世界遺産担当の職員も赴任している。また、東京都独自の

レンジャーとして、2004 年 7 月から東京都自然保護員（東京都レンジャー）が 3 名（2007
年 1 月現在）常駐しており、巡視などの業務に携わっている。移入種のデータを集めたり、

「おがさわら丸」の入出港時に立ち会って外来生物や希少種の持ち込み・持ち出しがない

かをチェックするなど、知識や経験を生かしフィールドの専門家として活躍している。 
 
 ４）小笠原村  
産業観光課がエコツーリズム担当、村長の政策を実行に移す企画政策室が外来生物対策

を行っている。産業観光課では、小笠原エコツーリズム協議会の事務局を行う他、外来種

駆除のモニターツアーの実施などを行っている。 
 
３．２．私企業(PF：Private Firm) 

１）ガイド業者 
 観光協会加盟業者数は、父島 41 軒、母島 9 軒（海 32 軒、海と山 7 軒、山 11 軒、2005
年 3 月現在）である。ほぼ全ての業者が観光協会に加盟している。また、個人経営の小さ

なガイド業者がほとんどである。ガイドは自然資源の受益者（C）とも捉えられるが、本稿

では私企業（PF）として取り扱う。 
 
３．３．消費者（受益者）(C：Consumer) 
１）観光客 
年間来島者数は約 3 万人で、うち観光客が約 6 割を占める。小笠原への観光客は、若年

層の比率が高く、逆に熟年層の比率が低い点、家族での旅行者は少なく、かわって一人

旅や友人とのグループ旅行が多い点が特徴である。観光客の消費総額は 14 億 7300 万円/
年、51710 円/人（2001 年）である。（平成１５年 3 月海事産業研究所調べ） 

 
３．４．非営利団体(VA：Voluntary Association) 
 １）小笠原自然観察指導員連絡会（NACS-JO） 
 1994 年、(財)日本自然保護協会（NACS-J）の自然観察指導員講習会を受講したメン

バーにより、小笠原自然観察指導員連絡会（以下、NACS-JO）が発足した。自然観察

会など中心に活動を行ってきたが、近年では東平のアカガシラカラスバトサンクチュア

リ整備事業に携わっている。 
 
２）NPO 小笠原野生生物研究会（野生研） 

 NPO 小笠原野生生物研究会（以下、野生研）は元小笠原高等学校教諭の安井隆弥氏（代

表）を中心として 1996 年に十数人で設立された（当時は NPO ではなかった）。現在はガイ
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ド・主婦・教諭など島の人中心に 100 名程度の会員がいる。活動内容は植林が中心となっ

ており、海岸林の造成、ノヤギ食害跡の植林、嫁島でのノヤギ駆除と植林、弟島の植林、

母島桑の木山・南島などの植生調査、植林のための苗の育成と苗畑の管理、環境省委託に

よる小笠原の植物相調査、他にも森林総研や国有林課からの委託事業や調査が多い。

AMWAY の助成金を得て、嫁島の植生復元やクロアシアホウドリの営巣地保護、アカギな

どの移入植物の駆除や希少種アサヒエビネの育苗などの活動をしている。 
 
 ３）NPO 自然文化研究所（自文研） 

NPO 小笠原自然文化研究所（以下、自文研）は 2000 年 5 月に研究者たちが中心となっ

て設立された。小笠原には研究者がよく訪れるため、①研究者が集まる研究の拠点となる

②小笠原の自然環境と歴史文化の情報収集をして島に還元し島からの発信を行う③調査研

究結果をもとに自然環境と歴史文化の保全と持続的利用に寄与する、を目的としている。

このことを島内では「博物館」という言葉で表現している。これは欧米の総合的自然誌博

物館をイメージしており、小笠原が自らの情報を自ら収集・保管・利用そして発信する情

報拠点を設立することを目指している。現在の研究員は 3 人、会員は島内島外ともに 2~300
人くらいずついる。事業内容としては、野生生物生態調査事業として、オガサワラオオコ

ウモリ・アカガシラカラスバト・造礁サンゴ・ノヤギ排除事業・環境省自然再生事業事前

調査などを行うとともに、島外研究者のサポートや共同研究、会報や論文、講演会などに

よる情報発信を行っている。 
  
４）小笠原ホエールウォッチング協会（OWA） 

1988 年、小笠原諸島母島にて、小笠原諸島返還 20 周年事業のイベントとして、日本で

初めてのホエールウォッチングが開催された。当時は小笠原村商工会のホエールウォッチ

ング実行委員会が村おこしとしてホエールウォッチングを行っていた。 
 小笠原ホエールウォッチング協会（以下、OWA）は村の任意団体として 1989 年 3 
月に発足した。調査・研究の体制、②ルール作り、③専門職員、の 3 本柱で専門機関と 
しての OWA が形成された。財源としては村からの補助金が大きいが、自立した組織に 
するために、会員制度による会費収入や事業収入を得る仕組みも作っている。ホエール 
ウォッチングのノウハウを生かして、村のエコツーリズムにおける中心的な役割を果た 
している。ホエールウォッチングに関する自主ルールを設けている他、ホエールウォッ 
チングインタープリター認定講習会を開催し、インタープリターの養成に努めている。 
 
（５） 公益法人小笠原村商工会（商工会） 
公益法人小笠原村商工会（以下、商工会）は 1984 年に父島母島合同で設立された。小笠

原の商工業者 212 名中会員は 160 名（H14.3.31）で、景気のバランスにより増減している

が大体増加の傾向にある。業務内容は金融・税金・経営関係や商工業者への情報提供であ
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る。 
 
（６） 小笠原村観光協会（会長‐理事‐ガイド部‐宿泊部‐商事部‐事務局） 
小笠原村観光協会は 1973 年に設立された。財源は会費と村からの補助金でまかなってい

る。加入状況としては、宿はほとんどが加入（H15.5 現在、父島の宿泊施設は 52 軒が加入）

し、飲食店は加入していないところもある（H15.5 現在、父島の飲食店は 27 軒、商店・土

産物店は 27 軒が加入）。海のガイド（ダイビング・ホエールウォッチング・ドルフィンス

イム・釣りなど）は 39 軒、海と山のガイドは 6 軒、山のガイドは 4 軒ある。他にも、写真

事務所、観光タクシー、小笠原海運、レンタカー、インターネットカフェなどが加入して

いる。業務内容は情報提供、イベントの企画・運営、客への案内、内地での宣伝・広告事

業、ツアーの企画（旅行代理店資格を取得し。ツアーデスクを置いている）などがある。 
 
（７） 小笠原村母島観光協会    
1980 年、前身の母島民宿組合が発足し、1985 年に小笠原村観光協会から独立、1987 年に

母島観光協会ができた。最初は 30 万円の予算の手作りで、「いつまでも楽しめる島を自分

達（地域の人）で作ろう！今の島を残したい」との気持ちで運営されてきた。母島の雰囲

気を大事した取り組みを行っている。観光協会は村の雑役夫であり、歩けないガイド（窓

口）として存在する「母島を好きになってくれる人が来てくれればいい、そういう人を呼

べばいい」と考えて運営している。「母島ふるさと検討会」を実施し、皆が問題を共有して

後継者を育て、地域主導の地域作りを実践している。 

 
３．５．合意形成・調整機関 
１）小笠原エコツーリズム推進委員会 
小笠原エコツーリズム推進委員会は、2002 年に民間レベルでのエコツーリズム推進を目 
指して、村の経済関連 4 団体（小笠原村・OWA・商工会・小笠原村観光協会・母島観光

協会）により発足した。「小笠原諸島エコツーリズム」推進のため、エコツーリズム先進地

の視察やマスタープランの策定に取り組んだ。2004 年 9 月に推進委員会は小笠原エコツー

リズム推進マスタープラン（～「持続可能な島づくり」を目指して～）を作成した。その

基本理念は、「かけがえのない小笠原の自然を将来に渡って残していきながら、旅行者がそ

の自然と自然に育まれた歴史文化に親しむことで小笠原の島民が豊かに暮らせる島づく

り」だった。 
 
２）小笠原エコツーリズム協議会 

2005 年 4 月に小笠原エコツーリズム推進委員会が解散し、農協・漁協・NPO 団体を含

めた 16 団体の参加による小笠原エコツーリズム協議会が発足した。小笠原村役場が事務局

となり、様々な立場の人が一同に会し、ルール部会、ガイド部会、実行組織部会などの部
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会に分かれて、小笠原のエコツーリズムのあり方を議論し、合意形成を図っている。 
＜小笠原エコツーリズム協議会の参加団体＞  小笠原村商工会、小笠原村観光協会、

小笠原母島観光協会、小笠原ホエールウォッチング協会、東京島しょ農業協同組合、小笠

原島・母島漁業協同組合、小笠原海運株式会社、NPO 法人野生生物研究会、NPO 法人小

笠原自然文化研究所、小笠原自然観察指導員連絡会、NPO 法人日本ウミガメ協議会、環境

省小笠原自然保護官事務所、国土交通省小笠原総合事務所、東京都小笠原支庁、小笠原村   
 
３）小笠原諸島の世界自然遺産登録に関する推進会議（東京都） 
 東京都（都庁）中心の行政連絡会 
 

４）世界遺産に関する合意形成機関 
・世界遺産候補地地域連絡会議（環境省・林野庁）：省庁連絡会議 
・地域連絡会議（環境省・林野庁・東京都・小笠原村） 
・世界遺産科学委員会（有識者中心） 
 

５）小笠原自然再生推進検討会 
環境省は小笠原諸島を自然再生事業の対象地とし、2002 年に基礎的な調査を開始した。

2004 年には小笠原自然再生推進委員会を立ち上げ、調査結果を踏まえて、固有種等の保全、

外来生物への対応、自然と共生した島づくりを課題として、技術的な検討や情報公開を行

っている。2004 年からは、外来生物法（2005 年施行）により、現在グリーンアノール、オ

オヒキガエル、ニューギニアヤリガタリクウズムシなどが特定外来生物に指定されている。  
 
６）小笠原諸島森林生態系保護地域設定委員会（H19.4.1~） 
 2006 年 3 月、小笠原村父島にて小笠原諸島森林生態系保護地域設定委員会の第一回検 

討会が開催され、以降、数回の検討会の実施により保護地域の設定や管理・利用について

話し合われている。2007 年 4 月に森林生態系保護地域が設定された以降は、有識者などに

よる保全管理委員会を現地で設置することになっている。 
 
 
４．個別事例の SAVAS 図式による分析  
４．１．ホエールウォッチング 
ホエールウォッチングは、沿岸域で見られるザトウクジラは 12～5 月頃、外洋性のマッ

コウクジラは 5～11 月頃がシーズンとなっており、クジラ以外にも、ミナミハンドウイル

カやハシナガイルカなどを観察するドルフィンスイムも人気がある。   
ホエールウォッチングにおいては、村の任意団体である小笠原ホエールウォッチング協会

（OWA）が大きな役割を果たしている。OWA は鯨類の調査研究を行う専門機関であるが、

13
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ホエールウォッチングに関する普及啓発活動にも取り組んでいる。2002 年度より始めたホ

エールウォッチングインタープリターの養成制度により、講習を受けたガイド業者や一般

村民などに認定を与えている。また、1989 年より OWA がホエールウォッチングに自主ル

ールを設定し、2005 年には観光協会ガイド部加盟のガイド業者の話し合いによりドルフィ

ンスイムに『ドルフィンスイムのガイドライン』が設置されている。 

 ホエールウォッチングの SAVAS 図式は図１のようになる。G である小笠原村が VA であ

る OWA に補助金を出し、OWA がクジラ及びイルカについて、調査研究やモニタリング、

自主ルールなどの管理を実施している。また、VA が PF であるガイド業者をインタープリ

ター講習会や勉強会によって教育しており、C である観光客がそのガイド業者にガイド料を

支払ってガイドしてもらっている。しかし、ガイド料から自然資源管理や OWA への還元を

行っているガイド業者はわずかである。（2006 年度に 2 軒の業者が NPO などに売り上げの

５％程度を寄付している程度）。 
 
４．２．嫁島植生回復事業 

NPO 法人野生生物研究会は AMWAY の助成金を受けて、嫁島の植生回復事業を行ってい

る。また、観光客からも広く参加を募っており、観光客と共に固有種の植え付けなどを行

っている。 
嫁島の植生回復事業についての SAVAS 図式は図２のようになる。VA である NPO 野生

研がノヤギの駆除や固有種のシマホルトノキの植え付けを行うなど植生回復事業を行うこ

とで資源の価値を高めている。嫁島は観光の対象地ではないが、観光客にとっては豊かな

自然が残されていることが重要であり、野生研の活動に参加する人も多い。また、PF であ

る AMWAY が野生研に助成金を出している。 

G１

（小笠原村）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

ホエールウォッチング
インタープリター　　
養成・認定

ガイド料

ガイド

自然資源
管理

VA
（OWA）

助成　

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図１：ホエールウォッチング
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 9 

 
 
４．３．南島植生回復事業 
南島は父島の南西 1km に浮かぶ長さ約 1.5km、幅 400m の小さな無人島で、サンゴ礁の隆

起・沈降によってできた沈水カルスト地形で、小笠原諸島を代表する景勝地である。国立

公園特別保護地区、特定地理等保護林、東京都指定天然記念物に指定されている。南島は

小笠原村の観光の目玉である一方で、海鳥の繁殖地としても重要であり、アオウミガメが

産卵に訪れたり、約 1,500 年前の半化石のヒロベソカタマイマイがあるなどしている。南

島ではノヤギの食圧が原因の土壌流出や観光による過剰利用が問題となり、2000 年頃から

地元の市民団体や観光協会、村役場や東京都などが保全と活用のための自主ルールづくり

に取り組んできた。現在は、2003 年 4 月に始まった東京都版エコツーリズムの自然環境保

全促進地域に指定され、東京都自然ガイドの同伴の下で「適正な利用のルール」を守って

利用することが決められている（具体的には、決められたルートを歩くこと、滞在時間は 2
時間以内とすること、観光客 15 人に対して東京都自然ガイドが 1 人付くこと、1 日あたり

の最大利用者数は 100人とすること、年末年始に 3か月間の入島禁止期間を設定すること。）    
南島植生回復事業は 2001 年度より東京都が「南島五ヵ年モニタリング調査」を実施して

いた。南島においては、東京都や小笠原村が NPO 団体や研究機関に委託してモニタリング

調査を実施し、植生回復事業のための芝への水供給タンクの設置などの管理を行っている。

他にも、地元の NPO 団体や（財）日本自然保護協会（NACS-J）、林野庁や東京都などが

植生回復事業などの保全活動に取り組んできた。 
 南島植生回復事業の SAVAS 図式は図３のようになる。VA である NACS-J や自文研など 

PF
（企業）

C
（観光客）

助成金

参加

VA
（野生研）

自然資源
管理

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図２：嫁島植生回復事業
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G１

（東京都）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

G２

（小笠原村）

ガイド料

ガイド

自然資源
管理

VA
（NACS-J・自然研）

G３

（林野庁）

委託調査

委託調査

自然資源
管理

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図３：南島植生回復事業

の NPO が G である東京都や小笠原の委託を受けて調査を実施し、G の東京都が実際に自

然資源管理事業を実施している。また、林野庁も東京都とは別個に自然資源管理事業を実

施していた。C である観光客にとって南島の自然が保全されることは重要であり、PF であ

るガイド業者にガイド料を支払ってガイドしてもらう。ただし、ガイド料の南島への還元

は行われていない。  
 

 
４．４．東京都版エコツーリズム 
 東京都版エコツーリズムの SAVAS 図式は図４（次頁）のようになる。G である東京都は

G2 の地元行政体である小笠原村と協定を結び、自然資源管理を実施している。また、PF
であるガイド業者を養成・認定している。C である観光客はガイド業者にガイド料を支払い、

ガイドしてもらう。ただし、東京都版エコツーリズムの対象地である南島や石門一帯には、

入島税や入山料などの仕組みがないため、ガイド料からの還元は行われていない。 
 
 
４．５．小笠原エコツーリズム 
 小笠原エコツーリズム推進委員会が設置されていた時期の小笠原エコツーリズムについ

て、SAVAS 図式は図５のようになる。G1 である小笠原村や VA である OWA、ガイド業者
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G１

（東京都）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

G２

（小笠原村）

協定

東京自然ガイド
養成・認定

ガイド料

ガイド

自然資源
管理

情報公開　　　　　　

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図４：東京都版エコツーリズム

G１

（小笠原村）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

ガイド料

ガイド

参加

参加

委員会

VA
（NPO団体・OWA）

自然資源
管理

参加

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図５：小笠原エコツーリズム

の代表である観光協会などの合意形成機関としてエコツーリズム推進委員会が設置されて、 
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G１

（環境省）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

G２

（小笠原村）

助成

ガイド料

ガイド

事業
協議会

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図６：小笠原エコツーリズム推進モデル地区事業

推進委員会が自然資源管理を行う。C である観光客は、PF であるガイド業者にガイド料を

支払ってガイドしてもらう。ガイド料からの自然資源管理への還元は行われないが、利益

を得ている地元ガイド業者がエコツーリズムに参加するという点で、サービスを提供して

いるといえる。 
 
４．６．エコツーリズム推進モデル地区事業 
 2005 年に環境省のエコツーリズム推進事業モデル地区事業への指定をきっかけに、推進

委員会を解散して設置された、小笠原エコツーリズム協議会によるエコツーリズム事業に

ついて、SAVAS
図式は図６のよ

うになる。G1 で

ある環境省が G2
である小笠原村

に助成金を支払

い、村が事務局と

なって協議会を

設置する。協議会

が C である観光

客に対して様々

なエコツーリズ

ム事業を実施す

る。C である観光

客はガイド料を支払って PF であるガイド業者にがいどしてもらうが、ガイド業者はエコツ

ーリズム事業に参加できていない。 
 
４．７．母島石門一帯 
 母島東岸にある石門一帯は森林生態系保護地域に指定されており、ウドノキやシマホ

ルトノキなどの巨木の湿性高木林がある。昔は石門の鍾乳洞探検が人気だったが、台風に

よる崩壊や遭難事故が起きたことをきっかけに、地元の協議で2001年に入林禁止となった。

しかし、一部のルートはガイド同伴の下での利用を認めることとなり、母島観光協会が中

心となって母島森林ガイドを養成してきた。2003 年には東京都版エコツーリズムの対象地

となり、「適正な利用のルール」が運用されている。それに加え、地元の協議会で 2003 年

に『石門の自主ルール』を設定し、携帯トイレの携行や希少種のアカガシラカラスバトの

繁殖時期である 10～2 月の入山禁止期間の設定、入山レポートの提出などが義務付けられ

ている。 
母島石門一帯についての SAVAS 図式は図７のようになる。VA である母島観光協会が主 
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G１

（小笠原村）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

ガイド料

ガイド

自然資源
管理 運営協議会

VA
（母島観光協会）

参加

主体

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図７：母島石門一帯

G１

（林野庁）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

G２

（環境省）

ガイド料

ガイド

ボラン
ティア

VA
（NPO他）

委託調査

委託調査

自然資源
管理

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図８：アカギ駆除事業

体となって合

意形成期間であ

る母島自然ガイ

ド運営協議会を

設置し、PF で

あるガイド業者

は主体的に関わ

っている。運営

協議会が自主ル

ールの管理など

の自然資源管理

やCである観光

客への情報提供

などのサービス

を行う一方で、観光客はガイド業者にガイド料を支払い、ガイドしてもらっている。 
 
 
４．８．アカギ駆除事業 
アカギは成長が早いことから、明治 38 年以前にサトウキビ栽培による砂糖製造業のため

の薪炭材として小笠原村に導入されたが、利用しなくなった現在ではその旺盛な繁殖力で

固有種のシマホルトノキやオガサワラグワの生息地を奪い、アカギの単純林層を形成して

いる。 
 林野庁は、アカ

ギがはびこるこ

とで本来の生態

系を破壊し、希少

動植物に大きな

影響を与えてい

ることから、2002
年度よりアカギ

駆除事業を行っ

ている。アカギ駆

除は、急な伐採な

どによって土砂

崩れや急激な乾

燥、固有種への影
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G１

（林野庁）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

ガイド料

ガイド

VA
（NACS-JO）

認定

協定（覚書）

自然資源
管理

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図９：東平アカガシラカラスバトサンクチュアリ

響を引き起こすことが考えられるため、「巻き枯らし」という方法で、環状に樹皮を剥離す

ることで徐々に枯らしている。また、島内外からボランティアの参加を募り、母島におい

てアカギの萌芽の刈払いや、シマホルトノキなど固有植物の植え付けなどを行っている。

2002 年度には 100 名、2003 年度には 56 名、2004 年度には 38 名の観光客や島民が参加し

た。現在は、環境省も母島の民有林や弟島などでアカギ駆除事業を開始しており、ラウン

ドアップを用いて枯らすという手法をとっている。 
  アカギ駆除事業に関する SAVAS 図式は図８のようになっている。G１の林野庁は VA で

ある NPO などに委託調査を依頼し、C である観光客を巻き込んでボランティア事業として

アカギ駆除事業を実施している。C の観光客はガイド業者にガイド料を支払ってガイドして

もらう。林野庁や環境省が自然資源管理を行っているが、必ずしも連携が取れているとは

いえない。 
 
４．９．東平アカガシラカラスバトサンクチュアリ整備事業 

父島の中央部

に中央山東平が

あり、国有林・植

物群落保護林に

指定されている。

東平アカガシラ

カラスバトサン

クチュアリは、植

物群落保護林の

中に希少種のア

カガシラカラス

バトのためのサ

ンクチュアリ（保

護区域）を設定し、

小笠原自然観察指導員連絡会（NACS-JO）が小笠原総合事務所国有林課と 2004 年 12 月に

協定を結んで管理運営を行っている。厳格に保護するコアエリアと、利用を許容するバッ

ファゾーンに分けて、外来種のアカギ材を利用した木道や木の看板、ベンチなどを手作り

で設置するなど環境整備を行っている。ソフト面では、入林許可証の発行や繁殖期の入林

禁止期間など自主ルールを設定している他、カラスバトの移動に応じてコアゾーンも移動

する「スポットサンクチュアリ」などの仕組みを作っている。他に、NACS-JO は定期的な

巡回を行うなど、地元の NPO ならではのきめ細かでユニークな管理運営を行っている。ま

た、植物に関しては NPO 法人野生生物研究会、動物に関しては NPO 法人小笠原自然文化

研究所という地元の NPO がモニタリング調査をしている。 
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G１

（林野庁）

PF
（ガイド業者）

C
（観光客）

G２
（都・村・環境省）

ガイド料

ガイド

VA
（NPO団体）

管理委員会
認定

参加 参加

参加

自然資源
管理

認定・選定

財・サービスの提供

支払い

図１０：小笠原森林生態系保護地域

 東平アカガシラカラスバトサンクチュアリの SAVAS 図式は図９のようになる。VA であ

る NACS-JO が G である林野庁と協定を結んで実際の自然資源管理を行っている。林野庁

は講習を受けたガイドに入林許可証を発行している。観光客はガイドにガイド料を支払い、

ガイドしてもらう。 
 
４．１０．小笠原森林生態系保護地域 

 小笠原森林生態系保護地域は 2007 年 4 月に全域に拡充される予定である。その SAVAS
図式は図 10 のようになる。森林生態系保護地域の設定後、林野庁が現地の合意形成機関で

ある管理委員会を設置し、G である環境省･東京都・村や、VA である NPO 団体、PF であ

るガイド業者らがその管理委員会に参加し、利用のルートの設定などの自然資源管理を行

う。C である観光客は PF であるガイド業者にガイド料を支払い、ガイドしてもらう。 
 
 
５．まとめ 
 小笠原の世界遺産やエコツーリズムなどの関係する自然資源管理について、10 の事例を

SAVAS 図式で分析した。その結果、小笠原の現在の自然資源管理について、以下の問題点

が指摘できる。 
① 受益者負担としての財の提供が適切に行われていない。 

エコツーリズムでは、本来は受益者負担を適切に行う必要があるが、現在の小笠原では 
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受益者負担が適切に行われていない。C である観光客や、自然資源を利用している PF であ

るガイド業者から、自然資源管理の主体への支払いが行われている事例はない。入島税や

入山料なども議論されているが実行されていない。ガイド料からの自然資源管理への利益

還元や、入島税として船代への上乗せなどの方法で、利用者側が何らかの負担を行うこと

が求められよう。 
 
② 受益者側からのサービスの提供が少ない 

Cである観光客やPFであるガイド業者らの自然資源管理に関わるサービスの提供が少な

い。アカギ駆除や嫁島植生回復事業などに観光客が参加しているが、よりボランティアや

合意の場に参加する機会を増やす仕組みが必要である。また、小笠原では NPO に関わって

いるガイド業者も多く、PF が VA に参加していることが多いので、その点では PF から自

然資源管理へのサービス（人的労働力）の提供はある程度行われていると言えよう。ただ

し、全てのガイド業者が VA に関わっているわけではなく、温度差が見受けられた。 
 
③ 行政からの財の投入がほとんどである 

自然資源管理における財の供給はほとんどが G である行政からのものである。特別措置 
法による公共事業費は使い途が決まっており、職制回復事業などには使えないという問題

がある。また、聞き取り調査では、行政の予算は単年度であったり、数年に限定されてい

るため、予算年度が過ぎれば事業が継続しなかったり、組織そのものが立ち行かなくなる

という問題が起きている。例えば小笠原エコツーリズム協議会は環境省の 3 年間の予算で

実施されているが、額が少ないため活動が制限されており、また 2007 年度で予算が切れた

後の活動の見通しが立っていない。 
 
④ 行政の縦割り 

自然資源管理において、南島の植生回復事業やアカギ駆除事業、東京都版エコツーリズ 
ムなどで行政の縦割りに由来する不自由さが見受けられる。南島やアカギにおいては異な

る行政が違う手法で植生回復事業を行っており、連携がとれていない。また、エコツーリ

ズムに関しても様々な G がそれぞれの事業を実施している。小笠原ではそのために合意形

成期間が重要な役割を果たしており、事業に対して合意形成期間を設置して各主体が話し

合いを行う場を設定している。 
 

  最近の小笠原の自然資源管理の動きとしては、東京都小笠原支庁、小笠原村、母島観光

協会が連携を組んで特定外来生物であるニューギニアヤリガタリクウズムシの母島への拡

散を防止するため、「ははじま丸」のタラップに塩水マットを設置したり、「おがさわら丸」

の船内に外来生物問題に関するポスターを貼るなど普及啓発に取り組み、観光客の意識を

高めていこうとしている。小笠原村役場では 2006 年 1 月から、外来の樹木のモクマオウを
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伐採するプログラムを村民や観光客のボランティアを集めて実施し、伐採跡にはタコノキ

などの固有種を植栽し、伐採した木は炭焼きなどに使用した。このように、行政や NPO 団

体、研究者などの様々な団体が自然再生に関わっている小笠原では、主体間の連携が行わ

れるようになってきている。  
また、研究者同士の交流や連携も活発になってきており、2004 年 8 月に東京都立大学（現

首都大学東京）を中心に「小笠原シンポジウム 2004」が開催され、様々な分野の研究者が

集まって小笠原研究の最前線や、研究者が小笠原のエコツーリズムに果たす役割などを活

発に議論した。また、日本生態学会でも研究者が集まって小笠原諸島の自然再生にどのよ

うに関わっていくのか議論している。 
   
以上のように、小笠原の自然資源管理を SAVAS 図式を用いて分析することで、問題点が

明らかになった。小笠原は 1968 年返還後の復興開発事業を経て、公共事業中心の経済構造

から自立性の高い産業構造への移行が求められており、今後いかにして自立していくのか

が大きな課題となっている。地域の自然・経済・社会全てにおいて持続可能という理念を

持つエコツーリズムによる持続可能な島づくりの推進、そのための資本となる自然資源を

いかにして保全し、利用していくのかが問われている。その中で、SAVAS 図式に現れてく

る、①認定・選定、②財・サービスの提供、③支払い、を分析することから、様々なこと

が分かった。特に、複数の G が関わり、地元の VA が活躍する小笠原では①の認定・選定

というプロセスにより自然資源管理の主体を認定するということがよく行われており有効

であること、②の財・サービスの適切な提供が不十分であり、行政からの財の提供に頼り

がちで、受益者である PF からの財やサービスの提供が不十分であるが、一方、意識の高い

PF は積極的にサービスを提供する側にまわっていること、③の支払いに関しては、C であ

る観光客からの受益者負担が適切に行われていないことが分かった。これらを改善するこ

とが、よりよい自然資源管理につながると考えられる。また、多くの主体が自然資源管理

に関わる小笠原では、合意形成機関における話し合いが重要である。  
 
 
参考文献・Web（Web は 2006 年 5 月データ取得） 
 
■小笠原村  
 http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/  
■小笠原ホエールウォッチング協会  
 http://www.ogasawara.or.jp/owa/  
■小笠原村観光協会  
 http://www.ogasawaramura.com/  
■小笠原村母島観光協会  
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 http://www.hahajima.com/  
■小笠原諸島のエコツーリズム（東京都環境局）  
 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/eco/o_eco/o_ecotour.htm  
■エコツーリズムのススメ（環境省エコツーリズムモデル事業のサイト）  
 http://www.try-ecotourism.com/index.htm   
■NPO 法人小笠原自然文化研究所  
 http://www.ogasawara.or.jp/  
■NPO 法人小笠原野生生物研究会  
 http://www.bonin-islands.com/yasei-ken/  
■関東森林管理局東京事務局  
 http://www.shinrintokyo.go.jp/  
■小笠原の自然再生に向けて（小笠原自然再生事業）  
 http://ogasawara.prec.co.jp/  
■外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）  
 http://www.env.go.jp/nature/intro/  
■小笠原諸島の世界自然遺産登録に関する推進会議報告書（東京都）  
 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/isan/i_kentou.htm  
■神奈川県立生命の星・地球博物館（2004）  
 「東洋のガラパゴス 小笠原 ──固有生物の魅力とその危機──」、 170pp 
■母島観光協会(2001)母島森林ガイド設置要綱 

■環境省（2004-2005）第 1-3 回小笠原自然再生推進検討会資料 

■野口章（2004）小笠原国有林における森林生態系回復の闘い、森林技術、749：3-7 

■小笠原エコツーリズム推進委員会(2004)小笠原エコツーリズムマスタープラン～持続可能な

島づくりを目指して～ 

■小笠原エコツーリズム協議会議事録（2005 年 7-9 月分） 

■小笠原エコツーリズム推進委員会(2004)小笠原ルールブック平成 17 年度版 

■小笠原エコツーリズム推進委員会(2003)小笠原エコツーリズム推進委員会ニューズレター,1  

■小笠原自然観察指導員連絡会（2004）アカガシラカラスバトサンクチュアリーMAP、林野庁 

■小笠原ホエールウォッチング協会(2000)Megaptera(メガプテラ)小笠原ホエールウォッチング

協会設立 10 周年記念特別号．15pp 

■澤樹征司（2002）コモンズを基軸とした人と自然とのかかわりの再構築に関する研究-小笠原

南島における自然資源の持続的な管理に向けた取り組み-、日本大学大学院平成 14 年度修士

論文 

■石門エコツーリズム運営準備会（第 4回）議事次第・（第 3回）議事録 

■田中信行(2002)小笠原における森林生態系保全の現状と提言、森林科学、34：40-46  

■東京都（2002）東京都の島しょ地域における自然の保護と適正な利用に関する要綱 
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■東京都（2004）小笠原諸島振興開発計画（平成 16 年度～平静 20 年度） 

■東京都（2002）東京都自然ガイド認定更新講習会（小笠原・南島・石門の 3冊）資料 

■東京都環境局(財)日本自然保護協会(2003)小笠原村南島自然環境モニタリング調査報告書 

■東京都環境局自然環境部自然公園課(2002)小笠原の自然ガイド 美しさ、不思議さいっぱい海

洋島・小笠原 東京都のエコツーリズム資料集１、93pp 

■東京都小笠原村(2005)小笠原村村勢要覧資料編 

■東京都小笠原支庁（2003）南島の適正利用に向けた意向調査表・結果 

■東京都小笠原支庁（2005）南島自然観察路に関する調査について・結果 

■内田敏博(2002)小笠原の国有林の保全対策について、森林科学、34：35-39  

■（財）海事産業研究所(2003)離島航路事業の高度化及び離島におけるエコツーリズム振興に関

する調査研究報告書、74pp 

■（財）日本自然保護協会（1997）小笠原村委託平成 8年度南島観光対策調査報告書、85pp 

■（財）日本自然保護協会（2001）東京都委託平成 12 年度小笠原村南島自然環境調査報告書 

 

  
聞き取り調査に当たっては、東京都小笠原支庁土木課、小笠原村産業観光課・企画政策

室、小笠原総合事務所国有林課、環境省、小笠原自然観察指導員連絡会、NPO 法人野生生

物研究会、東京都レンジャーの方々、ガイド業者、観光客、をはじめ、小笠原の多くの皆

様にご協力いただいたことを感謝します。 
 
（筆者現職：環境省自然環境局） 
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第２章 森林ボランティア団体による森林管理事例 

－長野県小川村における「絆の森事業」－ 

奥山洋一郎（東大院） 

 

1 はじめに 

 

 本稿においては、長野県小川村における森林整備活動の事例を扱う。本事例の特徴は、

都市部の NPO 法人が山村の里山整備を実行しており、また入門講座を主催することで

会員外の参加を呼びかけ、都市と山村の交流活動を実施している点である。NPO 法人が

窓口となって、各種の外部資金を導入して森林整備を実行している。また、山村の村

おこし団体と連携することで、整備活動・交流活動の実施を容易にしている。 

  

2 調査地概要 

 

2-1 歴史・位置 

 長野県小川村は、長野市から西に 約 20km、白馬との間に位置しており、北アルプス

を眺めることができる山村地帯である。いわゆる北信地域に位置しており、県の長野

地方事務所管内となっている。気候は内陸性気候で寒暖の差が大きく、年によっては

盛夏の最高気温が 30 度以上、冬期には最低気温が-20 度に達する年もある。 

 小川村における居住の歴史は古く、紀元前 5 千年の縄文中期の遺跡が発掘されてい

る。平安時代の 927 年の神明帳に小川神社の登載があり、宮を奉じた村落が形成され

ていたことが伺える。戦国期には、上杉・武田の戦火を逃れて、戸隠神社（三院：宝

光院、中院、奥院）が村内筏ヶ峰に避難した歴史もあり、現在も各種の遺構が残る（本

事例の森林施業委託地周辺）。江戸時代には、松代藩真田氏領となり、初期の小川村

域は久木、上野、花尾、夏和、竹生、小根山、椿峰、和佐尾、古山、瀬戸川の 10 ヵ村

で形成されていた。本事例の立屋地区は小尾根山地域に属し、村南部に位置する。そ

の後、享保、嘉永期までに馬曲村、埋牧村、成就村、立屋村がそれぞれ分村した。 

 明治期に入り、今度は合村の方向に向かい、明治 8 年には高府村、小根山村、稲丘

村、瀬戸川村の四村となり、明治 22 年の村制施行時には南小川村と北小川村に集約さ

れた。昭和 30 年の「昭和の大合併」により、南北小川村が合併、現在の小川村となっ

た。 2003 年 4 月時点での人口は 3548 人であり、第二次大戦後は人口減少が続いてい

る。 

 なお、「平成の大合併」に際しては、近隣の信州新町、中条村との合併を目指して

いたが、両町村での住民投票の結果などを受けて、合併協議会が 2004 年 12 月に解散

している。  
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第 3章 連携型地域資源管理の形態 

－企業・NPO・市民・行政による自然環境保全活動 

芝原 真紀（東大院） 

 

１．背景、目的、方法 

 

 本稿は、持続的な地域資源管理の類型化に資するために、連携型地域資源管理の形態を

Savas(1987)による図式（以下、Savas 図式）を用いて明らかにすることを目的とする。事

例として、東京都自然環境局が推進する「東京グリーンシップ・アクション」制度をとり

あげる1。 

東京グリーンシップ・アクション制度をとりあげる理由の第１は、東京都において「緑

地」という自然資源の荒廃と減少が進んでいるからである2。緑地の拡大のみならず3、既

存の緑地の適切な保全の重要性が増している。 

                             
1 東京都環境局は、「東京グリーンシップ・アクション」を「事業」とも「制度」とも記していない。

本稿は、「東京グリーンシップ・アクション」が「社会的な大きな仕事」[新村（1998）]、「大きく

社会に貢献するような仕事」[小学館『大辞泉』編集部]（1998）]という意味での「事業」であるの

みならず、社会学における意味での「制度」の属性をもつとみなして、「東京グリーンシップ・アク

ション」を「制度」と呼ぶ。社会学における「制度」とは、「人間のある特定の種類の行動様式」で

あり、次の４つの属性を持つ[濱島ほか（1982）]。「1)かなりの程度の規則性をもって事実的に繰り

返される、定常的なパターンを示すこと」、「2)行動をそのパターンに志向させることによって、人

間のもつモーダルな欲求が有効に充足されること」、「3)行動様式が行為者間で共有される価値によ

って正当化されていること」、「4)行動様式が外的に保障されていること」、である。 
2 「緑地」は、必ずしも植物によって被覆されている土地を指すのではなく、「良好な自然環境」を

形成している土地であると考え得る。つまり、｢緑｣という言葉は「良好な自然環境」という意味で

使われている。「緑地」の定義は、首都圏近郊緑地保全法（昭和 41（1966）年公布）には「近郊緑

地」として「近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する

土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつ

て、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう」とある(第 2 条

2)。都市緑地法（昭和 48(1973)年公布）においては「「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石

地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接し

ている土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう」(第 3 条)と

されている。生産緑地法（昭和 49（1974）年公布）や景観法（平成 16(2004)年公布）は「緑地」を

定義していない。 

「緑化」は「緑地」面積の拡大を指す。東京都環境局（online）は、「みどり率」が 1998 年から 2003

年までの 5 年間に多摩区で 2 ポイント減少して 72％、区部で 1 ポイント減少して 24％となり、減少

傾向が続いていると指摘している。「みどり率」とは、ある地域における、樹林地、草地、農地、宅

地内の緑（屋上緑化を含む）、公園、街路樹や、河川、水路、湖沼などの面積がその地域全体の面積

に占める割合」をいい、「緑被率（中略）に河川等の水面の占める割合と公園内の緑で覆われていな

い面積の割合を加えたもの」と定義されている[ibid：100]。 
3 東京都は、「緑の機能」のうち、1)都市環境の改善、2)防災、3)うるおい、やすらぎ、風格、4)生

物の生存基盤、という 4 機能がこれからの都市づくりにおいて重要であるとして、「緑づくり」に取

り組んでいる[東京都（online）：11]。 
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 他方、Savas 図式は、ニュー・パブリック・マネジメント（NPM）論における分析手法の

１つである。近年、NPM 論に基づく行政改革が地方自治体においても進められている4。NPM

における 3つの基本原則の 1つに、「政策の企画立案と実施執行の分離（権限委譲）」があ

る5。東京グリーンシップ・アクション制度が NPM 論に基づく改革の一環として策定された

か否かは明らかではないが、この NPM 論の原則の１つにあてはまる制度であることは確か

である。したがって、東京グリーンシップ・アクション制度が、地域における公共の自然

資源の新しい管理形態の１つであるとみなし得る点が、本研究の対象とする理由の第２で

ある。 

 分析に用いる資料は、東京都環境局、企業等が東京グリーンシップ・アクション制度に

関してインターネットサイトに公開している資料である。まず、東京グリーンシップ・ア

クッション制度の概要を記述し、Savas（1987）にならって連携の形態を図式化し、考察を

加える。時間の制約から、関係者への聞き取りや現地調査は実施しない。 

 

２．東京グリーンシップ・アクション制度の概略6 

 東京グリーンシップ・アクション制度は、「保全地域の良好な自然環境づくりと、より広

い都民層に環境に対する関心を高めてもらう」ことを目的として、東京都内にある 45 の「保

全地域7」のうち一部の地域で、平成 15 年度（2003 年）から実施されている。東京都の実

施担当は東京都環境局自然環境部緑環境課保全係である。自然環境保全活動の運営は NPO

法人・団体（以下、NPO 等）が行う。自然環境保全活動には私企業･団体（以下、企業等）

が社会貢献活動の一環として参加し、場合によっては一般の都民も「都民ボランティア」

として加わる。保全活動の連携の形態は次節で詳説する。 

 東京グリーンシップ・アクション制度による自然環境保全活動の実施状況をみるために、

                             
4 例えば、静岡県（online）が意欲的である。 
5 もう2つの基本原則は、「競争原理の導入」と「業績／成果による成果主義」である[日立（online）]。 
6 本節の内容は東京都環境局（online a）による。 
7 「保全地域」は、「東京都における自然の保護と回復に関する条例（略称「自然保護条例」）」に基

づいて東京都知事が指定している[東京都環境局（online b）]。指定の目的は、「市街地等の緑化、

自然地の保護と回復、野性動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護

と回復を図り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境

を確保すること」である（第一条）。「自然」は「大気、水、土壌及び動植物等を一体として総合的

にとらえたもので、人間の生存の基盤である環境をいう」と定義されている（第二条）。保全地域の

種類は別表１に、指定状況は別表２にまとめてあるので参照のこと。自然保護条例は平成 12（2000）

年に公布、平成 13（2001）年に施行されているので、本稿がとりあげている東京グリーンシップ・

アクション制度のもとでの自然環境保全活動は、その２年後から始まったことになる。 
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まず、実施中もしくは実施予定を含む実施地域数、運営団体数と参加企業等の数を表１に

まとめた8。本制度に基づく活動開始後の５年間は、実施地域数、運営団体数、参加企業等

の数のいずれも増え続けている。中でも参加企業等の数は、毎年４増えていたが、平成 19

年度になって 11 加わり急増している。 

 

表１ 東京グリーンシップ・アクション制度による自然環境保全活動実施数 

 平成 15 年度

（2003 年） 

平成 16 年度

（2004 年）

平成 17 年度

（2005 年）

平成 18 年度

（2006 年）

平成 19 年度

（2007 年） 

累計 

実施地域数 １ ４ ６ ６ ９ 26 

運営団体数 １（１） ３（３） ３（６） ４（６） ４（６） 15（22）

参加企業等の数 １（１） ５（５） ９（12） 13（18） 24（36） 52（72）

注１）平成 19 年度（2007 年）の数は実施中もしくは実施予定の合計である。 

注２）１運営団体が複数の地域における活動を運営している場合があるので、（ ）内に延べ運営団

体数を示した。 

注３）１企業が複数の地域におけるか活動に参加している場合があるので、（ ）内に参加企業等の

延べ数を示した。 

出典）東京都環境局（online a）。筆者計算。 

 

次に、年度別保全地域別保全活動実施数を表２に示す。これまでに、10 保全地域におい

て、東京グリーンシップ・アクション制度にもとづく保全活動が行われている。小比企緑

地保全地域以外は、毎年度継続して保全活動が行われている。保全活動が行われている地

域の種類は、自然環境保全地域が０、緑地保全地域が６、歴史環境保全地域が２、森林環

境保全地域が１、里山保全地域が１である。緑地保全地域における実施が多いことから、

市街地近郊における活動が多いとわかる。 

 第３に、年度別、運営団体別に、自然環境保全活動を実施している地域数をまとめると

表３となる。運営団体は４あり、うち３が NPO 法人、１が組合である。運営団体も、毎年

度継続して運営に従事していることがわかる。また、１運営団体が関わる地域数は徐々に

増えている。 

 

 

 

                             
8 本稿は「保全活動」の実施数を後述する「協定」を単位として数えている。1 協定に基づく一連の

活動が 1 保全活動である。 
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表２ 年度別保全地域別保全活動実施数 

実施保全地域名 

（保全地域の種類） 

平成15年度

(2003 年) 

平成16年度

(2004 年) 

平成17年度

(2005 年) 

平成18年度

(2006 年) 

平成19年度

(2007 年) 

青梅上成木森林環境保全地域 1 1 1 1 1

八王子大谷緑地保全地域  1 1 1 1

八王子戸吹北緑地保全地域  1 1 1 1

図師小野路歴史環境保全地域  1 1 1 1

小比企緑地保全地域   1   

野火止用水歴史環境保全地域   1 1 1

横沢入里山保全地域    1 1

八王子館町緑地保全地域     1

清瀬松山緑地保全地域     1

東豊田（緑地）保全地域         1

注１）平成 19 年度（2007 年）の数は実施中もしくは実施予定の合計である。1 

注２）平成 16 年度（2004 年）は八王子大谷緑地保全地域と八王子戸吹北緑地保全地域とを合わせ

て一地域として保全活動が実施されたので、表 1 とは実施地域数が一致しない。 

出典）東京都環境局（online a）。筆者計算。 

 

表３ 年度別運営団体別自然環境保全活動実施地域数 

運営団体名 
平成15年度

(2003 年) 

平成16年度

(2004 年) 

平成17年度

(2005 年) 

平成18年度

(2006 年) 

平成19年度

(2007 年) 

NPO 法人環境学習研究会 1 1 2 1 2

NPO 法人地域パートナーシップ

支援センター 
 1 3 3 3

町田歴環管理組合  1 1 1 1

NPO 法人花咲き村    1 2

注）平成 19 年度（2007 年）の数は実施中もしくは実施予定の合計である。 

出典）東京都環境局（online a）。筆者計算。 

 

第４に、実施年度別、参加企業等別に、自然環境保全活動を実施している地域数をまと

めると表４となる。これまでに合計 28 の企業等が東京グリーンシップ・アクション制度に

基づく自然保全活動に参加している。概ね、１度、保全活動に参加した企業等は毎年度継

続して参加している。１企業等が複数地域の活動に参加する事例も増えている9。 

これまでに実施された保全活動は、大きく分けて３つある。林業に関わる活動、自然観

察、稲作である。林業に関わる活動が最も多く、その内容は、作業路づくり、下草刈り、 

                             
9 本稿は参加企業等の業種･規模等の分析を行わない。 
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表４ 年度別参加企業等別自然環境保全活動実施地域数 

参加企業等の名 
平成15年度

(2003 年) 

平成16年度

(2004 年) 

平成17年度

(2005 年) 

平成18年度

(2006 年) 

平成19年度

(2007 年) 

東京コカ・コーラボトリング

(株） 
1 1 1 1 2

日本電気（株）  1 2 1 2

多摩ゼロックス(株）  1 2   

富士ゼロックス（株）  1 2   

新日本石油（株）  1 1 1 1

東京ヴェルディ 1969   1   

三菱商事（株）   1 1 3

富士通（株）   1 3 2

東京ゼロックス（株）   1   

生活協同組合東京マイコープ    1 1

丸紅    1 1

富士ゼロックス多摩（株）    2 2

日立ソフトウェアエンジニア

リング（株） 
   1 2

富士ゼロックス東京（株）    1 1

（株）クラレ    2 2

田辺製薬（株）    1 1

東洋エクステリア（株）    2 2

日本テトラパック（株）     1

（株）熊谷組     2

（株）山武     1

（株）みづほフィナンシャル

グループ 
    2

"ニッセイの森"友の会     2

（株）ニチレイプロサーヴ     1

住友生命保険相互会社     1

荏原製作所（株）     1

菱電商事（株）     1

大成建設（株）     1

三菱地所（株）         1

注）平成 19 年度（2007 年）の数は実施中もしくは実施予定の合計である。 

出典）東京都環境局（online a）。筆者計算。 

 

杭打ち、土壌改良柵作り、落ち葉溜め柵つくり、粗朶柵作り、間伐、陰樹･枯損木の伐採と

片付け、植樹、杉皮細工、木工作である。自然観察は、親子による活動や自然観察ゲーム

を含む。稲作は、図師小野路歴史環境保全地域においてのみ行われている。田起こし、畦

補修、苗とり、田植え、田の草取り、稲刈り、餅つきである。 
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３．企業・NPO・市民・行政による連携の形態－Savas 図式のアプローチ 

 

 Savas 図式は、財とサービスの供給に関与する主体を 4つに分類している。行政府（G：

Government）、ボランティア（VA：Volunteer Association）、私企業（PF：Private Firm）、

消費者（C：Consumer）の 4主体である。消費者は受益者ともいえる。また、各主体の役割

を 3つに分類している。認定･選定（authorization）、支払い（payment）、財やサービスの

提供（service delivery）である。 

 東京グリーンシップ・アクション制度における Gは東京都、VA は運営団体と（表３参照

のこと）、保全活動に参加するボランティア、PF は参加する私企業等（表４参照のこと）、

C は都民である。本稿は、各年度の各保全地域における個別の保全活動ではなく、東京グ

リーンシップ・アクション制度において意図されている連携の形態を図式化する(図１)。

実線は認定･選定（authorization）、点線は支払い（payment）、破線は財やサービスの提供

（service delivery）を表す。図１に基づいて、各主体の役割という視点から各主体間の

関係を次に詳述する。 

  

G 東京都 

 東京都は３つの認定･選定を行う。まず、先述の保全地域から、保全活動実施地域を選定

する。東京グリーンシップ・アクション制度の施行は東京都による行政の一環であるから、

認定･選定を表す実線矢印は「G 東京都」から「C 都民」に向かう。それから、東京都は

事業に参加する企業等を公募し、応募企業等から当該年度の参加企業等を選定する。「G 東

京都」から「PF 私企業等」に向かう実線矢印がこの選定を表す。東京都はまた、活動運

営団体を認定する。「G 東京都」から「VA1 NPO 等」に向かう実線がこの認定を表す。 

そして、「VA1 NPO 等」に対して、東京都は先に定めた保全地域を活動場所として提供

し、保全活動に必要な道具類を貸与する。「G 東京都」から「VA1 NPO 等」に向かう破線

矢印がこれらの財･サービスの提供を表す。 
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図１ SAVAS アプローチによる東京グリーンシップ・アクション制度の連携形態１ 
出典）筆者作成。 

 

PF 参加企業等 

 公募に応募して東京都に選定された参加企業等は、自社の社員や団体職員の中からボラ

ンティアを認定･選定する。「PF 参加企業等」から「VA2 社員･職員ボランティア」に向

かう実線矢印がこの認定･選定を表す。企業の社員や団体職員は、社員･職員業務の一部と

して保全活動を行うのではなく、「ボランティア」として活動するので、PF とは別の VA2

という主体として扱う10。 

 また、参加企業等は、保全活動を運営する「VA1 NPO 等」に活動費用を支払う。「PF 参

加企業等」から「VA1 NPO 等」に向かう点線矢印がこの支払いを示す。平成 19（2007）年

度の支払額は活動１回につき 25～50 万円である。金額は保全活動実施地域によって異なる。

２つの企業等が１地域で保全活動を共同開催する場合の費用負担は折半となる。 

 

VA1 NPO 等 

 東京都によって運営団体として認定された NPO 等は、参加企業等によって選定･認定され

た社員･職員ボランティアを対象に、自然環境保全活動を運営する。保全活動に必要な知識

                             
10 企業･団体内での「ボランティア」の選定･認定が実際にどのように行われ、どのような社員･職員

が「ボランティア」となっているかを本稿は検討せず、形式的に図式化している。 

G 
東京都 

C 
都民 

PF 
参加企業等 

VA１ 
NPO 等 

VA２ 
社員・職員 

ボランィテア 

活動実施地域選定 

ボランティア 
の認定・選定 

運営団体の認定

活動費用支払 

自然環境保全
サービス 

参加企業･団体選定

保全活動運営・
専門知識提供

活動の場の提供
道具類の 
貸与 
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も提供する。例えば、道具の使い方である。「VA1 NPO 等」から「VA2 社員･職員ボラン

ティア」に向かう破線が、これらのサービスの提供を表す。 

 

VA2 社員･職員ボランティア 

 参加企業等によって選定･認定された社員･職員ボランティアは、東京都が運営団体とし

て認定した NPO 等に従って自然環境保全活動を行う。社員･職員の家族も参加する場合があ

る11。この自然環境保全サービスは都民に提供されているので、「VA2 社員･職員ボランテ

ィア」から「Ｃ 都民」に向かう破線矢印として表現する。 

 社員･職員ボランティアが不足する場合などは、「都民ボランティア」も参加する。都民

ボランティアを図１に加えて図２とし、付加部分について説明しよう。 

 

 

図２ SAVAS アプローチによる東京グリーンシップ・アクション制度の連携形態２ 
出典）筆者作成。 

 

VA1 NPO 等 

 都民ボランティアは、保全活動を運営する NPO 等が募集し認定・選定する。「VA1 NPO

等」から「VA3 都民ボランティア」に向かう実線矢印がこの認定･選定を表す。 

                             
11 社員や職員の家族が参加する場合は、家族も含めて社員・職員ボランティアと呼ぶ。 

G 
東京都 

C 
都民 

PF 
参加企業等 

VA１ 
NPO 等 

VA２ 
社員・職員 

ボランィテア 

VA３ 
都民ボランティア 

活動実施地域選定 

ボランティア 
の選定･認定 

運営団体の認定 

活動費用支払 

自然環境保全
サービス 

参加企業･団体選定

保全活動運営・
専門知識提供

活動の場の提供
道具類の 
貸与 

保全活動運営・
専門知識提供 

都民
ボランティア 
の認定･選定 
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 NPO 等は、社員ボランティアらと同様に都民ボランティアを対象として自然環境保全活

動を運営し、保全活動に必要な知識も提供する。「VA1 NPO 等」から「VA3 都民ボランテ

ィア」に向かう破線がこのサービスの提供を表す。 

 

VA3 都民ボランティア 

都民ボランティアは、やはり社員ボランティアらと同様に、運営団体である NPO 等に従

って自然環境保全活動を行う。「VA3 都民ボランティア」から「Ｃ 都民」に向かう破線

矢印がこのサービスの提供を表す。 

 

４．Savas 図式には表現できない重要な要素 

 

東京グリーンシップ・アクション制度に基づく自然環境保全活動の実施にあたり、東京

都、参加企業等、運営 NPO 等は「協定書」を締結する。しかし、Savas 図式は主体と役割

の図式化であり、類型化する主体の役割は先述のように認定･選定、財･サービスの提供、

支払いのみである。協定の締結は、Savas（1987）のいう「Institutional arrangement」

でありSavas図式を成立させる基盤として重要ではあるが、Savas図式には表現されない12。 

 また、参加企業等が享受する広告効果や、「環境企業」として向上する企業等の価値も図

式には反映されない。東京グリーンシップ・アクション制度による自然環境保全活動の様

子を、参加企業等の名前も含めて東京都はインターネットサイトに報告している。さらに、

当該サイトは参加企業等のインターネットサイトの環境や社会貢献関連ページにリンクし

ている。したがって、東京都が企業等に「企業等の価値向上サービス」を提供していると

みなせば、「G 東京都」から「PF 参加企業等」に向かう破線を「企業価値向上サービス」

として描くことができる。しかしこれは、企業等が東京グリーンシップ・アクション制度

に参加する動機付けとして重要ではあろうが、東京グリーンシップ・アクション制度によ

って意図された行為ではなく、当該制度に基づく活動に伴う副産物でしかない13。 

 

 

                             
12 「図（式）」に対して「地（じ）」であるともいえるであろう。 
13企業等は当該制度への参加によって向上する企業等の価値を計算して参加を決定しているであろ

う。参加企業等も、自サイトで東京グリーンシップ・アクション制度への参加を報告している。 
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５．まとめ 

 

 東京グリーンシップ・アクション制度を事例としてとりあげ、地域の自然資源管理にお

ける連携の形態を Savas 図式によって分析した。Savas 図式は、表現できない重要な要素

もあるが、わずか３種類の主体と３種類の線で容易に表現できる簡便な図式である。連携

型の地域資源管理における主体とその役割の分析や比較には有用であろう。 

 東京グリーンシップ・アクション制度においては、関与するどの主体にも何らかの利得

がある。東京都は資源管理における費用負担を軽減させ、運営団体は活動場所と活動費用

を確保し、参加企業は企業価値を向上させ、ボランティアは活動と学習機会を獲得し、都

民は追加負担なく自然環境保全サービスを享受する。問題等が生じた際に、問題点がその

改善点とともに活動報告と同じく公開されれば、他の自治体等にも普及可能な制度であろ

う。 
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別表１ 東京都の保全地域の種類と定義注１） 

自然環境保全地域 自然環境保全法注２）第二十二条第一項の規定により環境大臣が指定する自然

環境保全地域に準ずる地域で、その自然を保護することが必要な土地の区域

森林環境保全地域 水源をかん養し、又は多様な動植物が生息し、若しくは生育する良好な自然

を形成することができると認められる植林された森林の存する地域で、その

自然を回復し、保護することが必要な土地の区域 

里山保全地域 雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息し、又は生育する

良好な自然を形成することができると認められる丘陵斜面地及びその周辺の

平坦地からなる地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の区

域 

歴史環境保全地域 歴史的遺産と一体となった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてそ

の良好な自然を保護することが必要な土地の区域 

緑地保全地域 （上記の４つの地域を除き、）樹林地、水辺地等が単独で、又は一体となって

自然を形成している市街地の近郊の地域で、その良好な自然を保護すること

が必要な土地の区域 

注１）「東京における自然の保護と回復に関する条例（略称「自然保護条例」）」第十七条による[東

京都環境局（online b）]。 

注２）「自然環境保全法」は昭和 47（1972）年に制定されている[総務省（online）]。第二十二条

第一項は次のように定められている。「環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の

各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然

環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。  

一  高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域（これと一体とな

って自然環境を形成している土地の区域を含む。）でその面積が政令で定める面積以上のもの

（政令で定める地域にあっては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。）  

二  すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域（これと一体となって自然環境を形成し

ている土地の区域を含む。）でその面積が政令で定める面積以上のもの  

三  地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこ

れと一体となって自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上の

もの  

四  その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、

湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの  

五  その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物を含む自然

環境がすぐれた状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの  

六  植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における

自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、

その面積が政令で定める面積以上のもの」。本条本項の冒頭にある「原生自然環境保全地域」

は、自然環境保全法第十四条に定められ、手続きを経て環境大臣が指定できる。具体的には、

「その区域における自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持し

ており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であって」、「国又は地方公

共団体が所有するもの」のうち、「当該自然環境を保全することが特に必要なもの」である。 
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別表２ 東京都における保全地域の指定状況 

 保全地域名(種類) 所在地 
当初指定年月日 

（変更年月日） 

指定面積(m2)

(延長(km)) 

☆1 野火止用水（歴）  
小平、立川、東大和、東村山、

東久留米、清瀬の各市 

1974.2.13 

(2005.8.15) 

 194,077

(9.6)

2 七国山（緑）    町田市  1975.12.26 101395

3 海道（緑） 武蔵村山市  
1975.12.26 

(1992.3.24) 
86,730

☆4 東豊田（緑）    日野市 1975.12.26 60,079

5 勝沼城跡（歴）  青梅市  
1975.12.26 

(2005.8.15) 
120,506

6 谷保の城山（歴）  国立市  1975.12.26 15,217

7 矢川（緑）  立川市  
1976.3.31 

(1985.5.31) 
21,072

☆8 図師小野路（歴）  町田市 
1978.7.4 

(2004.7.29) 
366,056

9 桧原南部（都自）  檜原村  
1980.4.30 

(1988.12.21) 
4,053,000

10 南沢（緑） 東久留米市 
1985.5.31 

(1992.2.12) 
25,355

☆11 清瀬松山（緑）   清瀬市 1986.3.31 43,356

12 南町（緑）     東久留米市 1987.8.10 11,219

13 八王子東中野（緑）  八王子市  1987.8.10 10,710

14 瀬戸岡（歴）    あきる野市 
1988.1.9 

(2005.8.15) 
15,337

15 清瀬中里（緑）   清瀬市  
1989.3.30 

(1999.3.4) 
24,718

16 小山（緑）     東久留米市  
1989.3.30 

(1992.2.12) 
19,737

17 氷川台（緑）    東久留米市  1989.12.15 10,097

18 宇津木（緑）    八王子市  
1992.2.12 

(1987.3.18) 
52,403

19 清瀬御殿山（緑）  清瀬市  1992.3.24 15,162

20 宝生寺（緑）    八王子市  
1993.3.5 

(1995.3.9) 
142,777

☆21 八王子大谷（緑）  八王子市  
1993.3.5 

(1997.12.16) 
30,619

22 碧山森（緑）    西東京（旧保谷）市  1993.3.5 12,981

23 
国分寺姿見の池

（緑）  
国分寺市  1993.11.12 10,553

☆24 小比企（緑）    八王子市 1994.3.29 17,642

25 保谷北町（緑）   西東京（旧保谷）市  1994.3.29 10,580

26 前沢（緑）     東久留米市  1994.3.29 11,885

27 東久留米金山（緑）  東久留米市  
1994.3.29 

(1997.3.18) 
13,216

28 立川崖線（緑）  
国立、立川、昭島、福生、羽村、

青梅の各市  

1994.11.15 

(1998.10.27) 
28,014

29 国分寺崖線（緑）  
調布、三鷹、小金井、国分寺の

各市  

1994.11.15 

(2001.2.16) 
37,195

30 八王子石川町（緑）  八王子市 1995.3.9 30,616

（つづく） 
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別表２ 東京都における保全地域の指定状況（つづき） 

 保全地域名(種類) 所在地 
当初指定年月日 

（変更年月日） 

指定面積(m2)

(延長(km)) 

☆31 戸吹（緑）     八王子市  
1995.3.9 

(1996.10.18) 
106,795

32 町田代官屋敷（緑）  町田市 1995.3.9 12,717

33 柳窪（緑）     東久留米市  
1995.3.9 

(1997.3.18) 
13,592

☆34 八王子館町（緑）  八王子市  1996.2.29 24,392

35 八王子長房（緑）  八王子市  
1996.2.29 

(1999.3.4) 
73,919

36 町田関ノ上（緑）  町田市  1996.2.29 16,171

37 八王子川口（緑）  八王子市  1996.10.17 20,292

38 東村山大沼田（緑）  東村山市  1997.3.18 21,752

39 東村山下堀（緑）  東村山市  1997.7.10 10,261

☆40 八王子戸吹北（緑）  八王子市 
1997.12.16 

(2001.2.16) 
95,432

41 日野東光寺（緑）  日野市 1997.12.16 14,855

42 町田民権の森（緑）  町田市 1998.10.27 18,968

43 玉川上水（歴）  

世田谷、渋谷、杉並の各区及び

立川、武蔵野、三鷹、昭島、小

金井、小平、西東京、福生、羽

村の各市 

1999.3.19 

(2002.3.19) 

 653,986

(30.0)

☆44 青梅上成木（森）  青梅市  2002.12.2 228,433

☆45 横沢入（里)  あきる野市 2006.1.5 485,675

計 ４５地域     ３区２２市１村         
7,389,544

(39.6)

注１）平成 18（2006）年１月５日現在の指定状況である。 

注２）通し番号の左に☆印をつけた保全地域は、東京グリーンシップ・アクション制度にもとづく

保全活動が実施されている。 

注３）保全地域名の欄内の（ ）は別表 1 に挙げた保全地域の種類を示している。 

（都自）自然環境保全地域（国が指定する保全地域に準ずる地域） 

（緑） 緑地保全地域（市街地等にある樹林地、水辺地等の自然の存する地域） 

（歴） 歴史環境保全地域（歴史的遺産と一体となった自然の存する地域） 

（森） 森林環境保全地域（植林された森林の存する地域） 

（里） 里山保全地域（丘陵斜面地と周辺の平坦地にある雑木林や農地等の存する地域） 

出典）東京都環境局（online a）。一部変更を加えて転載。 
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第４章 ケニア野生動物保全におけるアクター関係の類型化 
目黒 紀夫（東大院） 

 

１．野生動物保全への Savas 図式適用の準備 

１．１．Savas 図式へのアクターの追加 

 本章では Savas 図式 (Savas, 1987) を用いて、ケニア野生動物保全における保全活動・

保護区運営体制の比較を試みる。Savas 図式はもともと、行政学における公共サービスの供

給体制を類型化することを念頭に置いて構想されたものであるが、本報告書では各章にお

いて様々な自然資源の保全・管理の分析に対してこの図式の適用可能性が検討されている。

本章の主たる対象はアフリカ野生動物保全であるが、より具体的には、日本からも毎年多

くの観光客が訪れている「野生の王国」ケニアにおける保全の歴史的変遷と、多様なアク

ターが関与して取り組まれている各種の保護区運営が分析されることになる。分析に際し

ては、基本的に Savas 図式オリジナルの形式は踏まえつつも、適宜、著者の問題意識を反

映させる形で図式にアクターの追加などの改変を加えた。そもそも、アフリカ野生動物保

全に関わるアクターの数・種類・スケールは多岐に渡っており (目黒, 2007; Murphree, 

1994)、Savas が提示した政府 (G)、私企業 (PF)、消費者 (C)、非営利団体 (VA) の 4 類型

だけでは不充分であると思われる。しかし、本稿の基本的な目的は Savas 図式を利用する

ことで、ケニア野生動物保全の複雑なアクター関係をより単純で相互比較・分析が可能な

ような形へと整理することにあるので、無闇にアクター数を増加することで Savas 図式が

本来、持っていたような視覚効果が失われないようには注意したつもりである。 

 

１．２．Savas 図式における 3 つの関係行為の修正 

 Savas 図式では、「認定・選定 (authorization)」、「財・サービスの供給 (service delivery)」、

「支払い (payment)」の 3 種類の矢印が引かれる。この内、支払いに関しては、財・サー

ビスの供給への対価として支払われる金銭の流れを基本的な意味合いとする点で本章の立

場と Savas 図式の間に特段の差異はない。 

一方、本章における財・サービスの供給には 2 つの内容が含まれる。1 つは、野生動物資

源を利用可能な形で消費者に対して供給する行為、もしくは、消費者の利用を念頭に置い

て行われる資源管理である。野生動物の利用としては、消費的利用 (スポーツ／ゲーム・ハ

ンティングなど) と非消費的利用 (サファリツアーのようなビューイング・ツーリズムな
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ど) があるが、最終消費者である観光客に対して、野生動物利用のための財・サービスを観

光業として提供する行為がこれに該当する。この意味での財・サービスの供給は、基本的

には支払いとセット・契約関係にあるが、一方で、野生動物保全に関連しては、こうした

一対一対応的な関係に還元しづらい財・サービス供給がある。ここでは便宜的に「野生動

物保全サービス」と呼ぶが、例えば、生息地保全や密猟取締りなどの保全活動の結果とし

て達成される生物多様性の保全、危惧種の絶滅回避、貴重な野生動物の生存などは、個別

具体的な経済活動を経ずして不特定多数の人間に対してある種の満足や安心、幸福感など

を供給する。これはオリジナルの Savas 図式では想定されていなかったが、地球環境問題

が広く人口に膾炙した現在において、無視できないことは間違いない。 

なお、野生動物の利用では地域住民による利用も歴史的に見られたが、Savas 図式の関心

は資源 (野生動物) 管理に関わるアクター間の関係にある訳で、野生動物に対する多様なア

クターの関わりそれ自体は必ずしも示されない。これは、地域住民を軽視するということ

ではなく、分析の主眼を何処に置くかの問題に過ぎない。ただし、4 節の事例における地域

住民であるマサイ (Maasai) の場合、生業はウシを中心とする牧畜であり、野生動物を食

糧ないし交易品として利用することは殆どなかった (Barrow et al., 1996)。確かに、マサイ

は狩猟も行っていたが、その主目的は人や家畜を襲う害獣であるゾウやライオンを人間の

生活圏から追い払うなり殺すことであり、そうした関わりは Savas 図式を用いて公的セク

ターを中心に保全活動・保護区制度を分析する本章の範疇には殆ど含められていないこと

を予め断っておく。 

3 種類の矢印の 3 つ目、認定・制定とは、あるアクターが財・サービスの供給主体の役割

を担うことに対する支持ないし正当化付与の流れを示す。これは、野生動物保全の文脈で

は大きく 3 つに分類できると思われる。第 1 のタイプは、特定の野生動物保全活動・保護

区建設において必要不可欠な資源である土地を、その運営を望むアクターに対して供給す

る行為であり、認定の意味合いが強い。最も基本的なパターンとして公有地で政府機関が

行う保全活動・保護区建設があるが、この場合、土地所有者である国 (政府) は特定の土地

を保護区などに指定することで、保全組織が特権的にその土地を管理・利用することを認

定することになる。また、第 4 節で見るような、地域住民の所有する土地上に保護区を建

設する場合も、土地所有者が認めることで始めて、観光会社のような外部アクターはその

土地において保全活動を行ったり観光サービスを供給することが可能となる。逆にいえば、

外部アクターが他者の土地で保全活動を行うならば、そこでは土地所有者からの認定・選

54



 3 

定が不可欠となる。歴史的な話をすれば、ケニアの国立公園・保護区の大半は地域住民の

権利や意見を無視・排斥して建設されてきたが、今日ではそうした権利制限・剥奪を含む

ようなトップ・ダウン的政策は現実的にまずあり得ない。最近では地域コミュニティの参

加・協力を重視するアプローチが野生動物保全の新たな「パラダイム・シフト」して受容

されてきており、地域住民による認定・選定行為を無視することは不可能であろう (Adams 

and Hulme, 2001; Berkes, 2004; Rutten, 2004, Western, 1994; Western and Wright, 

1994)。第 2 のタイプの認定・選定とは、多数の財・サービス供給者が選択肢としてある中

で消費者が特定の供給主体を選ぶ行為を指すが、そこでは、消費者は自らの意志・判断で

複数の選択肢の中から、他よりも適切・好ましいと判断したアクターを供給者として選ん

でいるという側面があるはずである。公共サービスの供給を議論した Savas (1987) では、

サービス供給主体に対する認定の矢印は本来の供給主体である政府以外に、サービス享受

者である消費者からも出されていたが、これと同様の関係が野生動物に関しても成立する

と考えられる。「認定」と「選定」を厳密に区別することは現実には困難だが、前者には認

定のニュアンスがより強く、後者では選定が中心的な意味となっている。 

 

1.3 本章の構成 

 前項まででは、Savas 図式を野生動物保全に適用する際の各概念の意味を確認してきた。

次節ではケニア野生動物保全の歴史を野生動物を所管する組織変遷に沿って整理した後に、

その歴史的変遷を Savas 図式の形で整理する。次いで第 3 節では、1990 年代以降に広まっ

た、地域コミュニティの土地を利用した保護区建設・保全活動について、Savas 図式を適用

し分析を試みる。対象はケニア南部、アンボセリ国立公園周辺のマサイ・コミュニティに

おける取り組みである。第 2 節の分析を踏まえつつ、地域コミュニティが野生動物保全に

関わる際のヴァリエーションとその意義について考察を行う。そして、第 4 節では、以上

の分析を踏まえた上で、Savas 図式を元に野生動物保全のアクター関係を整理する図式作成

を試みる。認定・サービス供給・支払いの 3 種の矢印を踏襲しつつも、各事例間に見られ

るアクター関係の異同をより視覚的にも鮮明に示すような図示の方法がないかを検討する。 

最近のアフリカ野生動物保全では、いわゆる「住民参加」の次段階として、多様なアク

ターの対等な議論・対話を通じた協働型管理の可能性が模索されている (Berkes, 2004; 

Brown, 2003)。しかし、柿澤 (2001) や井上 (2004) が主張するように、多種多様なアクタ

ーの協働を実現するには、人的・財政的・知的資源の平等性が必要であり、それ抜きに安
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易な平等主義を採るならば、結果的に地域住民の意見を封殺しかねない。この問題の解決

のためには多様なアクターを整理する方法が求められるが、Savas 図式を出発点にこの課題

に取り組んでいきたい。 

 

２．ケニア野生動物保全の歴史的変遷 

２．１．猟獣局時代 (1907～1944 年)：植民地支配の開始 

 東部アフリカの国ケニアは、ナイル川の水源であるビクトリア湖への支配権確立を目指

すイギリスによって、その開拓が進められ、1895 年にはイギリス保護領として植民地支配

を受けることとなった。植民地政府は 1907 年に猟獣局 (Game Department、以下 GD) を

観光野生動物省内部に設置し、狩猟の管理と法制度の整備・執行をその任務と定めたが、

これに先んじてアフリカ猟獣制限法 (1900 年)、東アフリカ野鳥保護法 (1903 年)、猟獣法 

(1904 年、1909 年) などを既に制定していた (Nyeki, 1992)。ここで、「猟獣 (Game)」、「猟

鳥 (Game birds)」という語が用いられていることからも分かる通り、この時代の法制度整

備の主たる目的は、白人による消費的利用 (＝ゲーム・ハンティング) の円滑な実施を保証

することにあった。GD は地域住民の銃所持を禁止するなどしたが、その目的も野生動物保

全ではなく消費的利用にあり、その受益者は基本的に白人 (植民地政府、外国人ハンターな

ど) に限定されていた (Gibson, 1999; 中村, 2002)。 

 しかし、一方ではイギリス本国を中心にアフリカの野生動物保全を訴える運動も起きて

いた。1897 年にイギリスはヨーロッパ諸国に対して象牙取引の制限、野生動物保全活動に

向けた国際的な合意締結を呼びかけたが、1900 年にロンドンで開かれた宗主国会議では、

各国植民地における野生動物保全政策の推進が合意された (KWS, 1996)。さらに、1933 年

のロンドン国際野生動物保全会議でイギリスは、東アフリカ植民地への国立公園建設を決

定、1938 年にはケニアの国立公園制度を議論する猟獣政策委員会を設置した。ただし、こ

の一連の過程でイギリス本国が植民地と意志疎通を図った形跡は無く、国立公園制度に植

民地側の意見がどこまで考慮されたかは怪しい (Nyeki, 1992; Salih, 1999; KWS, 1996)。 

 

２．２．猟獣局・国立公園局時代 (1945～1975 年)：国立公園制度の導入 

 上述のような国際的会議の成果として、ケニア初の国立公園は 1946 年にナイロビに建設

された (ナイロビ国立公園)。この後、1950 年代には国立公園の野生動物を対象とする非消

費的な観光形態 (＝ビューイング・ツーリズム) が増加し、効果的な保全政策を求める声も
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強まったが、1945 年の国立公園法により設置された国立公園局 (National Park、以下 NP) 

がこの任に当たった (Gibson, 1999; Western, 1994)。NP は GD と異なり中央省庁内に設

置されておらず、独立採算制の下で自由な立場が保証されていた。ただし、国立公園の外

部は引き続き GD の管轄下にあり消費的利用は継続していた。野生動物の保護から収入を

得ている NP と狩猟から利益を得ている GD では、野生動物の利用方法が全く異なってい

たため、保護と利用のどちらを重視するかでも意見が合わず効果的な協力体制もできなか

った (中村, 2002)。 

1960 年代後半には、ケニアなど東アフリカ諸国は観光地として国際的に認知されるよう

になり、同時に国際的な保全活動の対象伴った (Western, 1994)。ただし、国立公園制度の

開始により、「野生動物保全サービス」の供給が開始されることとなったが、その受益者は

基本的に白人に留まっており、地域住民の意見は依然として考慮外だった。また、ケニア

は 1963 年末にイギリスから独立するが、独立後にも植民地時代の法制度が受け継がれ、地

域住民に対して各種の制限を課す一方で、野生動物から得られる利益は中央政府に集中す

るという構造が残った (Gibson, 1999)。 

 

２．３．野生動物保全管理局時代 (1976～1989 年)：消費的利用の全面禁止 

 1960 年代から、ケニア南部の人気観光地アンボセリ (当時は国立保護区) では、研究者

と地域住民、地域出身の国会議員、さらには世界銀行や FAO などの国際援助機関が協力し

て、野生動物が生み出す便益を地域コミュニティに還元する取り組みを試み始めた。地域

発展と野生動物保全の両立を目指す開発計画として 1973 年に「アンボセリ開発計画」が完

成したが、これは国内外の保全政策に大きな影響を与えた (Western, 1994)。しかし、「ア

ンボセリ開発計画」の作成において主導的な役割を果たしたのは外部から当地を訪れた白

人研究者であり、開発計画が完成まで漕ぎ着けられたのも、1 つには国際機関の支援があっ

たからである。政府は 1975 年の会議報告書 3 番 (Sessional Paper No.3) において初めて、

野生動物の便益を地方の土地所有者 (=地域コミュニティ、地域住民) に還元する必要性を

認め、土地所有者との対話を開始する意図を表明した (Barrow et al., 2001; Western, 

1994)。 

  地域住民を含めた保全・開発活動が一部で試行錯誤はされたが、1970 年代には象牙目的

の狩猟によってアフリカゾウの個体数が急減し国際的な問題となった。ケニアに対しても

世界銀行などがより効果的な密猟取締りを求めるようになったが、ケニア政府もこの圧力
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を無視できず 1977 年の大統領令により狩猟が全面禁止となった。翌年には野生動物の販

売・交易も禁止され、法的にはケニアにおける野生動物の利用法は非消費的利用に限定さ

れることとなった。しかし、実態としては政治家が関与した象牙などの密猟はその後も横

行しており、国際的な圧力により野生動物保全の法制度は改変されたが、実態としては大

きな変化はなく効果も乏しいままだった (Gibson, 1999)。 

 狩猟の全面禁止はケニアにおける野生動物保全政策の一大転換点であったが、その前年

に当たる1976年には、GDとNPを組織統合が行われ、新たに野生動物保全管理局 (Wildlife 

Conservation and Management Department、以下 WCMD) が設置された。WCMD は

GD・NP 両方の仕事に加えて密猟取締りなども任務としたが、組織としては GD と同様に

観光野生動物省内の 1 組織という位置付けだった。そのため、多岐に渡る任務を抱える一

方で予算・活動は全て中央省庁の統制下にあり、充分な予算を得られず満足な保全活動を

行えなかった。予算不足の問題以外でも、組織合併で NP 側の職員が大量に解雇されたこと

により現場で働ける有能な人材が失われた他、政治家が関与した密猟が盛んに行われてお

りWCMDの密猟取締り活動に対しても様々な妨害がなされた (Gibson, 1999; KWS, 1990)。

WCMD の期間にケニアでは、ゾウの 85％、サイの 90％が密猟などで失われたとされ、保

全の側面で WCMD がどれ程の貢献を果たし得たかについては政府自身からも厳しい評価

が下されている (KWS, 1990)。 

 

２．４．野生動物公社時代 (1990 年～) ：保全の進展 

 野生動物の個体数激減を止められなかった WCMD 体制は、1980 年代後半には国際的な

非難を集め、ケニアの国際的観光地としての評判を低下することにも繋がった (Gibson, 

1999; Western, 1994)。そして 1988 年には、WCMD を解体して新たな野生動物保全組織

を設置することが大統領により決定され、新組織長官への続投を前提にリチャード・リー

キーが WCMD 長官に就任した。リーキーは世界的に著名な人類学者であると同時に、アフ

リカ野生動物保全に積極的な人物でもあったが、その名声とカリスマ性の結果、長官就任

と同時に 150 万ドルの国際援助を取り付けることに成功した。1990 年に新組織ケニア野生

動物公社 (Kenya Wildlife Service、以下 KWS) が設立されたが、リーキー (長官在任期間：

1990～1994 年) は多額の国際援助と大統領の庇護の下で KWS の組織整備、国立公園内の

密猟取締りで大きな成果を挙げた (Barrow et al., 2001; Gibson, 1999; Poole and Leakey, 

1996)。 
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また、2 代目 KWS 長官には、「アンボセリ開発計画」の作成において中心的な役割を果

たしたデイヴィッド・ウェスタンが就任した (1994～1998 年)。ウェスタンは以前から、ケ

ニアの野生動物の 3/4 は保護区外、地域コミュニティの土地に生息しているという事実を踏

まえ、地域コミュニティを含めた野生動物保全の必要性を主張していた。ウェスタンは、

地域住民が野生動物保全に参加・協力する条件として、野生動物便益の地域コミュニティ

への還元が必要と考え、そうしたアプローチを Community-based Conservation (CBC) と

名付けた (Western and Wright, 1994; Western, 1994)。CBC とは、地域住民自身が野生動

物保全に意味を見出し能動的に行動することを目指すものだが、そのために地域コミュニ

ティへの便益還元がエンパワーメントや参加などと並んで重視されていた。1973 年の「ア

ンボセリ開発計画」は CBC に向けた先駆的取り組みであったが、その後は WCMD の機能

不全もあり国内での拡大は不充分だった。そうした状況に対し、国立公園 50 周年に当たる

1996 年に、ウェスタンの下で KWS は「公園を越えた公園 (Parks beyond Parks)」プログ

ラムを開始、ケニアにおける CBC の拡大を目指した (KWS, 1996)。ウェスタンは同プロ

グラムを説明する中で CBC を、地域住民が野生動物から便益を得られるようにエンパワー

メントし、それにより地域住民が保全のイニシアチブを取るようにする試みと説明した 

(KWS, 1996; 37)。具体的な支援活動としては、地域コミュニティが取り組む観光業などに

対する金銭的・技術的支援が挙げられたが、基本的には地域コミュニティへの便益還元に

主眼が置かれていた。 

ウェスタン後、再度、リーキーが KWS 長官に就任するが、国立公園内の管理を優先する

リーキーと国立公園外の地域コミュニティへの便益を重視するウェスタンでは組織運営の

方向性も大きく異なり、長官交代に伴い大幅な政策変更を余儀なくされた。しかし、密猟

取締りの成功や国際援助の協力の下で、KWS は組織して着実に成長しており整備が進めら

れることとなった (Barrow et al., 2000; Gibson, 1999; KWS, 1996)。 

 

２．５．Savas 図式を用いた歴史的変遷の整理 

 １）図の説明 

 図 1 (次頁) は Savas 図式を用いて、前節までで述べた所管組織の変遷を表現したもので

ある。野生動物保全を実際に担当したのは G2・G3 の組織であり、基本的な構図に大きな

変化は一見すると見られない。つまり、上位の政府組織 (G0・G1) から保全活動の主体と

しての認定・選定を受けつつ、観光会社 (PF) および (C) から収入を得ることで観光サー
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G1 

（植民地政府）

G2 
（GD） 

G3 

（NP） 

PF 

（観光会社） 
C1 

（消費的利用者） 
PF 

（観光会社）

G1 

（共和国政府）

PF 

（観光会社）

G0 

（大統領） 

G3 
（KWS） 

PF 

（観光会社） 

G0 
（宗主国政府）

IO 

（国際機関）

①GD 期 (1907-1944) 

③WCMD 期 (1976-1989) 

②GD・NP 期 (1945-1975) 

④KWS 期 (1990-) 

・実線＝認定・選定 

・点線＝支払い 

・破線＝財・サービス供給 

C2 

（非消費的利用者） 
C2 

（非消費的利用者）

C2 

（非消費的利用者）

C3 
（非直接的利用者） 

C3 
（非直接的利用者）

C3 
（非直接的利用者）

G2 
（WCMD） 

※ GD もこの時期に存在したが、①と同様ないので省略した。 

図１．  歴史的変遷の Savas図式 

ビスの供給者としての認定・選定も受けていたことになる。ただし、中央省庁の内部に設

置された G2＝GD・WCMD と、独立採算制が採られた G3＝NP・KWS では収入の流れが

異なる。G3 (NP・KWS) は観光収入を全て自己収入として自由に利用することができた。

それに対し、G2 (GD・WCMD) が狩猟管理や国立公園から得た収入は国の歳入であり、省

庁間・省庁内の予算配分を経て、その一部が予算として下りてきた。図では G2 から G1 へ

と支払いの線を引いたが、これは観光会社 PF から G2 に支払われる金額の多くが G1 へと

移動していた事実を表しており、この点が WCMD における予算不足の元凶であったのは前

述の通りである (Gibson, 1999)。図中で敢えて、政府 (G) アクターに 4 つのバリエーショ
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ンを設けたのは、独立採算制の問題を明示すると同時に、政府内の上下関係の存在が保全

活動の実行に影響を与えるということを議論するためである。 

 また、②、④では「野生動物保全サービス」の供給が行われていたとして、不特定多数

のサービス受給者として非直接的利用者 (C3) を挿入した。ハンターなどの消費的利用者 

(C1)、サファリツアーで野生動物を見て楽しむ非消費的利用者 (C2) が、基本的に特定の

財・サービス供給者との契約関係を経て野生動物を利用するのに対し、C3 はいわば潜在的

な利用者であり、野生動物が保全されるという状況から主として心理的な充足感・満足感

などを得られる人間である。③WCMD については、名目的に国立公園の管理などの仕事も

負っていたが、象牙密猟の激化に対して有効な対策を打ち出せていなかった状況を踏まえ

て、ここでは野生動物保全サービスの供給は行えていなかった形で図化している。なお、

C1 と C2 の区別は GD と NP の管轄の違いを表すためだけの区分では必ずしもない。野生

動物保全においては消費的利用を認めるかは重要な問題であり、また、消費的利用と非消

費的利用では具体的な保全活動・管理体制の内容は大きく変わるため、その峻別は極めて

重要である。ケニアでは消費的利用が全面禁止されているため、利用は即ち非消費的利用

となるが、消費的利用を認めている国の事例を考慮する際には、この区別は必須と考え図 1

にも導入した。 

④KWS の特徴としては国際機関 IO からの認定・選定および支払いの流れがある。いわ

ゆる国際援助に類するものとしては、植民地政府であればイギリス本国から、独立後の共

和国政府であれば西側陣営からの国際援助があったことは事実だが、保全組織 (G2・G3) を

直接の対象に、しかも、その組織が自由に使えるような形態の資金援助というものは KWS

以前には殆どなかった (中村, 2002)。国際機関 (International Organization、以下 IO) と

KWS (G3) の関係だが、まず、KWS は広義の自然環境問題の解決を求める国際機関に対し

て野生動物保全というサービスを提供している。これは、観光業などを介した特定の契約

関係ではなく、むしろ、不特定多数の存在である C3 がサービスを享受とするのと似た形態

にある。これに対し国際機関は、その保全活動を支持して国際援助を行う訳だが、それは

野生動物保全サービスに対する対価支払いの意味がある。サービス活動を行うには資金が

必要であり、サービスを享受するためにその資金を提供するということは、サービスの継

続・向上のための支払いに他ならない。また、保全組織としては他国、NGO なども存在す

る中で G2 なり G3 に資金を提供することには、その組織が野生動物保全を担うことを認め

支持するという認定・選定の意味も認められる  (Adams and Hulme, 2001; Barrow, 
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Gichohi and Infield, 2000; Gibson, 1999; Poole and Leakey, 1996)。 

 

 ２）考察 

 歴史的に見ると、独立採算制を敷いた組織の方が、省庁内に設置された組織よりも肯定

的に評価されてきたといえる。ただし、NP の場合、国立公園外の広大な地域は全て GD に

任せていた訳で、そうした広大な地域を GD に任せつつ国立公園という収入源は押さえて

いたからこそ黒字経営が成立したという可能性もある。基本的に独立採算制は予算の問題

であるが、それ以上に重要なのは組織の自由度である。GD・WCMD は、予算と同時に保

全活動の計画・実施の点でも観光野生動物省の統制下に置かれており、特に WCMD 期であ

れば、この省の内部に密猟関与者が多くいるために組織の自立性を奪われていた。それに

対し、NP であれば設立当初には宗主国政府からの認定・選定を受けており、保全活動に関

して植民地政府からの束縛を受けることは原則としてなかった。KWS の場合も、大統領以

外の人間・組織の影響を受ける必要はなく、援助を行った国際機関も WCMD の轍から中央

省庁による束縛に対して否定的だった。 

ケニアの野生動物保全を歴史的に振り返ると、政府 (G1) による認定は時に、保全の実

行組織 (G2) の自主性を制限・阻害する危険性を孕んでいることがわかる。これを克服し

て有効な保全活動を推進する方策には、独立採算制を採用して予算上の制約を外すという

戦略に加えて、G1 を牽制・抑止するだけの力を持った外部アクター (G0、IO) に期待する

方向が考えられる。しかし、国外に自国政府を抑止するような働きを期待するという考え

はある意味で国家主権を脅かすものである。特に、野生動物保全の場合、国際機関・NGO

の資金力は強い力を備えており、時に地域住民の意見を超えて自分達が望む野生動物保全

の実現を強行する場合もある (目黒, 2007)。野生動物保全を巡っては、その環境倫理的な位

置付けがこれまでにも様々に議論されてきたが、その具体的内容については個別の事例を

積み重ねる中で検討していくべき課題だと思われる。この前提として、各アクターの求め

る野生動物保全を把握することが求められるが、その一方で、実際の保全活動に関して各

アクターがどのような影響力を持って動いているのかも理解する必用があり、Savas 図式は

主として後者の面で強い効果を発揮するものであるので、モデルによる単純化の一方で個

別の事例研究を積み重ねていくことが必用だと思われる。 

 

３．各種保護区における運営体制の比較 

62



 11 

名前 面積（ha） 登録人数（人）
キマナ（Kimana） 25,120 846
オルグルルイ（Olgulului） 147,050 3,418
ククA（Kuku A） 18,712 1,996
ククB（Kuku B） 96,000 5,516

ロンボー（Rombo） 38,000 3,665

インビリカニ（Imbirikani） 122,893 4,585

エセレンケイ（Eselenkei） 74,794 1,200

表１．アンボセリ周辺のGR

※　キマナ（2006年）、インビリカニ（2002年）の登録人数以外は2001年時の数値

Masinde and Wamugi, 2002; Ntiati, 2002および聞き取り調査より作成

３．１．地域コミュニティの土地を用いた保護区 

 前節では IO という新アクターを加えつつ、認

定・サービス供給・支払いの意味を広げることで

野生動物保全 (ケニア野生動物の組織変遷) を

Savas 図式から分析することを試みた。前節の議

論が公的機関による保全活動を扱ったのに対し、

本節では地域コミュニティの共有地において取

り組まれている保全活動を扱うことで、実際に野

生動物と隣接して暮らす地域住民の野生動物保

全における意味・可能性を検討する。 

事例はケニア南部、アンボセリ国立公園周辺の

マサイ放牧集団における取り組みから、①キマ

ナ・サンクチュアリ、②ポリーニ・キャンプ、③ク

ク・サンクチュアリ、の 3 つを選定した。アンボセ

リ国立公園はケニア南部、カジァド県に位置するが、

周辺には西ツァボ国立公園など多くの保護区があ

りゾウを始めとした多種多数の野生動物が棲息し

ている (図 2)。国立公園周辺に大きく 6 つ存在する

放牧集団 (Group Ranch、以下 GR) は (図 3、表

１)、1968 年の土地 (集団代表) 法により開始され

た制度であり、これによりケニアで初めてマサイの

土地所有権が認められた (Grandin, 1991)。GR の

土地は政府に登録されたメンバーの

記名共有地だが、各世帯から平均 2

人の人間が登録されている。共有地の

個人分割も可能であるが、メンバーの

家族・親戚であれば土地や牧草、水場

などの利用は原則として自由・無料で

あるし、放牧で GR の境界を越えて移動することも珍しくはない。 

地域住民のマサイは伝統的な牧畜民であり、ウシを中心にヤギやヒツジを加えた牧畜が

 

アンボセリ国立公園

図２．  キマナ GR 周辺図 

http://www.awf.org/heartlands/kilimanjaro/map.php 

に著者加筆 (2007/06/11取得)

チュル・ヒルズ国立公園 

キリマンジャロ山

国立公園 

西ツァボ国立公園

 

図３．アンボセリ国立公園周辺の GR

4
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キマナ 
クク (A＋B)

ロンボー 

インビリカニ 

エセレンケイ

オルグルル
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生業の柱である。この地域では 1920 年頃から、移入してきた農耕民族により農業が開始さ

れ、マサイも農作物を食糧として利用していた (Campbell, 1981)。そして、1970 年代以降

では、旱魃による家畜の大量死などを契機に地域住民のマサイも農業を開始するようにな

り、現在では川から水を引いて通年の灌漑農業までもが行われている。地域住民と野生動

物の関係だが、伝統的に食糧や交易品として利用することは殆どなく (Barrow et al., 1996)、

狩猟の基本的な目的はゾウやライオンなど人・家畜に危害を加える恐れのある害獣を追い

払うことにあった。1990 年以降、KWS が密猟取締りを厳格化したことで、地域住民の多

くは狩猟を試みなくなったが、農地の拡大・農業の重要性の増加に連れて野生動物による

農作物被害が新たな問題として浮上してきている。牧畜中心の生業の時代は、狩猟を行い

つつ野生動物を回避することができたが、農業に転向した後では農地から移動できず被害

の危険性も増加するため、地域住民にとって野生動物保全は依然として重要な問題である。 

 

３．２．キマナ・サンクチュアリ 

 キマナ・サンクチュアリ建設の話は、1992 年に KWS が地域コミュニティに建設を提案

した。1995 年に合意を受けた後には、KWS に加えて USAID、世界銀行、EU などの支援

を受け、1996 年に「キマナ・コミュニティ野生動物サンクチュアリ」(面積 2,750ha) とし

てオープンした。当時、サンクチュアリは GR 委員会の人間により運営されたが、観光会

社との提携を行わずに地域コミュニティが自力で観光業を営むというのは珍しい例だった。

サンクチュアリは KWS の広報誌・年次報告でも取り上げられただけでなく (KWS, 1996, 

1997)、英国紀行作家組合 (British Guild of Travel Writers) の国際ツーリズム・プロジェ

クト賞を受賞し、イギリス BBC の取材も受けた。地域住民が独力で野生動物から便益を得

つつ、保全活動をも担うというあり方は、まさに当時の KWS 長官ウェスタンが主張してい

た CBC (Community-based Conservation) そのものだった。 

 しかし、コミュニティ運営は開始数年で経営不振に陥り、2000 年からはスイス本社の観

光会社、アフリカン・サファリ・クラブ (African Safari Club、以下 ASC) に 10 年契約で

貸し出されることとなった。この理由としては、地域住民に観光業を経営するだけの専門

知識が欠けていた上に、設備などを整える資本力がなかったことが原因だった。会社運営

の開始に伴い、地域コミュニティが観光業および保全活動に直接的に関わることはなくな

ったが、ASC は宿泊施設や移動手段を整備したことで、コミュニティ運営時 (年間 800 人

程度、KWS, 1997) とは比較にならないほどの集客 (年間約 23,000 人、聞き取りより) を
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達成するようになった。ASC は毎月約 37 万円の土地使用料と、宿泊客 1 人当たり約 370

円の宿泊料をキマナ GR に支払う契約になっており、1 年当たり約 1,300 万円が支払われて

いる。 

 地域住民は運営主体の変更 (＝地域住民の運営からの撤退) について、地域コミュニティ

が得る便益が増加したとして肯定的に捉えている。2009 年に ASC との契約が切れるため、

現在、キマナ GR は次の契約相手を募集しているが、ほぼ全ての地域住民が観光会社はサ

ンクチュアリに運営に不可欠と考えており、地域住民が運営に関わるという可能性は全く

考慮されていない。また、保全活動に対して地域住民は消極的である。現在、キマナ GR

では農業が拡大しているが、生業の中心が牧畜から農業に変わることで地域住民の多くは

野生動物が GR の土地を利用することに反発するようになっている。家畜の場合はアンボ

セリ周辺ではライオンの数もそれほど多くなく、危険な野生動物を避けて放牧することで

ある程度は対処ができたが、農地の場合はゾウが農作物を狙って襲撃することがありこれ

を防ぐことは極めて困難である。キマナ GR はサンクチュアリの運営を全て ASC に任せて

いるため、地域住民には ASC がどのような保全活動を行っているのかの情報も入ってこな

いが、そうした交流の欠如の上に野生動物被害への危惧が重なることで、地域住民は自分

達の土地を野生動物が利用することに拒否感を示している。 

 

３．３．ポリーニ・キャンプ (エセレンケイ保全地域) 

ポリーニ・キャンプはエセレンケイ GR の土地上に建設されたキャンプ・ロッジである

が、エセレンケイ保全地域という保護区兼サファリ対象地が併設されている。保護区建設

の話は、1995 年にローカル NGO のアンボセリ・コミュニティ野生動物観光業プロジェク

ト (Amboseli Community Wildlife Tourism Project、以下 ACWTP) により提案され、最

終的にポリーニ・エコツーリズム (Porini Ecotourism、以下 PE) との間で 1997 年 4 月に

契約が交わされた。この結果、同年 5 月から 15 年間の期限で GR の土地 7,000ha が PE に

貸し出されることとなったが、GR への便益に関しては土地使用料が年間約 53 万円、観光

客 1 人当たりの宿泊料が約 750 円で、これらの金額は毎年 10%の割合で上がるものとされ

た (Rutten, 2004)。ポリーニ・キャンプへの年間の宿泊客数は約 850 人であり、GR への

支払額は年間約 280 万円となっている。キマナと比較しての宿泊客数の少なさは、PE がエ

コツーリズムを標榜していることに起因しており、観光業の自然環境への負荷軽減を重視

する PE はキャンプの収容力を 12 人と極めて少ない人数に留めている。この点は地域住民
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の不満の種となっており、今以上にキャンプを拡大して宿泊客数を増やすことで GR への

収入も増やし、なおかつ、キャンプ場での雇用機会をも拡大することを望んでいる。PE は

太陽光電池や水再利用システム、ゴミの分別など、環境負荷を可能な限り低めようと努力

しているが、これは地域住民に理解されているとはいい難く、どのような観光形態を理想

とするかの点で両者の認識は一致していない。 

地域住民の土地利用に関しては、保全地域内の土地利用は一部、認められたが、宿泊施

設などの建造物の周囲 1 ㎞への侵入は禁止とされた。しかし、契約内容が GR 全体に充分

に周知されなかったために、契約締結後には放牧地の境界をめぐって地域住民と PE の間で

武力衝突が発生する事態にまでなった。最終的に、PE の社長が地域コミュニティと話し合

った結果、保全地域の面積を 5,000ha に縮小すること、追加のインフラ整備を行うことな

どが合意され、PE の運営も認められた。2000 年に PE はキャンプを宿泊地とするエコツ

アーの販売を開始したが、エセレンケイの場合、キャンプおよび保全地域の運営は全て最

初から PE に任されており、労働力として働く以外で地域住民が運営面に関わることは基本

的になかった。 

エセレンケイ GR は、契約に先立ちキマナ・サンクチュアリを視察していたが、これは

KWS やアフリカ野生動物基金 (AWF, African Wildlife Foundation、以下 AWF)、アフリ

カ保全センター (African Conservation Centre、以下 ACC) の支援を受けたものだった。

また、武力衝突が起きた際には、ACC により「衝突緩和の旅 (The Conflict Mitigation 

Journey)」という他地域の視察および PE 側との話し合いの企画が立てられたが、これらの

外部支援は地域コミュニティであるエセレンケイ GR を支援する活動であり、PE の観光

業・保全活動を直接の対象としている訳ではなかった (Ntiati, 1998, 1999)。 

 

３．４．クク・サンクチュアリ 

クク GR は西ツァボ国立公園およびチュル・ヒル国立公園に隣接しているが、1948 年に

建設された西ツァボ国立公園 (当時は東ツァボと合わせて1つの国立公園だった) はケニア

有数のゾウの生息地であり、GR の土地をゾウが利用することも珍しくなかった。観光資源

に恵まれたクク GR に対して KWS は、1998 年に保護区の建設を持ちかけたが、この時は

合意までには至らなかった。しかし 2003 年に、当時、アンボセリ国立公園で働いていた地

域住民からサンクチュアリ建設の提案が出ると、GR 委員会の中でこれについての議論が行

われた。2004 年に委員会の人間はキマナ・サンクチュアリなど他地域でマサイが行ってい
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る取り組みを視察し、8 月の GR 全体会議においてサンクチュアリ建設の議論を他のメンバ

ーに対しても提示した。GR 内の議論を経て、最終的に 2006 年に建設が決まった。この際、

一応の建設場所と広さが決められたが、場所はキマナ・サンクチュアリの隣で広さもキマ

ナと同程度とされた。2 つのサンクチュアリを結び付けたのは、野生動物保全の意味合いも

あったが、同時に 2 つのサンクチュアリを繋げることでキマナ・サンクチュアリを訪れた

観光客も呼び込み観光収入を増やすという狙いもあった。クク GR の人々は、当然ながら、

キマナ・サンクチュアリを踏まえて自分達のサンクチュアリの構想を練っているが、それ

を上手く利用することで地域コミュニティへの便益を増加させようと試行錯誤している。 

運営面では、GR の代表者と観光会社の人間が一緒にサンクチュアリの運営に当たる方針

が採られている。これは GR の全体会議における話し合いを通じて出されたものだが、地

域住民だけでのサンクチュアリ運営は不可能という点で意見が一致する一方で、観光会社

に運営を丸投げした場合は、何か問題が起きた時の対処に不安が残るという意見が出たた

めに、最終的に観光会社の力に頼りつつも自分達の意見を通すために共同管理を行うこと

になった。例えば、地域住民はサンクチュアリ周辺の集落に対して、野生動物被害を防ぐ

ために電気柵を周囲に建設することを要望しているが、こうした要求を伝えるために共同

管理体制は必要と考えられている。現在、3 つの観光会社がクク GR に対してサンクチュア

リ運営を志望しているが、地域住民が運営に参加することは会社側にも伝えられている。

なお、クク・サンクチュアリの建設に向けては、KWS や AWF が支援を行っている。 

 

３．５．Savas 図式を用いた各保護区の分析 

 １）図の説明 

 図 4 (次頁) は各保護区を図化したものだが、キマナ・サンクチュアリに関しては、当初

のコミュニティ運営時と ASC による会社運営の両方を示した。前章との最大の違いはサー

ビス供給主体が政府部門 (G) から私企業 (PF) へと移行していることである。なお、本図

においては地域コミュニティ (Local Community、以下 LC) というアクターを付け加えた

が、PF が基本的に経済活動主体として市場で動くものであるのに対して、LC は地域住民

の生活共同体として地域における弱者救済や福利厚生などの側面を司る主体として捉えて

いる。したがって、GR が観光業の運営主体として市場を通じた経済活動に能動的に関わる

場合には PF として (①、④)、運営は観光会社に任せており土地の提供に対して契約金を

受け取るだけの受動的な立場にある場合は LC とした (②、③)。 
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G 
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PF 

（キマナ GR） 
C 
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PF 
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図４．  各保護区の Savas図式 

 基本的に、保護区運営は図中央の PF (④の場合はこれと中央下の PF＝GR が共同) が行

っている訳だが、この PF は観光客に対して観光業に関する財・サービスを供給する一方で、

野生動物保全サービスも不特定多数を対象に供給している。②や③の場合、KWS (G) や国

際機関 (IO) は PF に対して具体的な支援・援助は行っていないが、PF が共有地において

保護区を運営することから結果的に保全サービスを受け取っていると考えられるので、図

のように破線を引いた。 

 

 ２）考察 

 ④は計画中の活動で現実に運営されていないのに対し、①～③は既に結果がある程度、

出ているが、観光業として最も大きな便益を生み出しているのは②であり、地域コミュニ

ティへの便益も②が最大である。そして、③がこれに準じて①が最も便益が低かった。こ
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こで図から明らかなように、②は最もアクター関係が単純であり、地域住民は土地を提供

する以外には何の働きも示していない一方で観光業それ自体は観光会社 (PF) に全てが任

されている。したがって、②における便益獲得は基本的に観光会社の能力によるものとい

うことになる。一方、KWS は CBC として①の形態のキマナ・サンクチュアリこそが、地

域コミュニティが保全と便益の双方に関わる形態だとして強く支持し、様々な支援も行っ

たが、これは 3 つの中で最も成果が出なかった形態でもある。①と③を比較しても、③に

おける G、IO の支援とは、「衝突緩和の旅」に端的に示されているように、物的支援・能力

開発というよりも情報提供といった傾向が強く、観光業を振興するための支援は①が最も

大きかったと思われる。そうであるのに、便益面の結果が②＞③＞①となっている最大の

理由は、PF の能力の差であり、要するには、元来が LC＝地域コミュニティである GR に

は市場経済において観光業を運営するだけの PF としての能力を欠いていたということで

ある。①の時期のキマナ・サンクチュアリには宿泊施設はなく、観光客用の移動・輸送手

段である車も準備できていなかった。これは単純に資本が欠如してことが理由だが、運営

に当たった GR 委員会の多くの人間の教育水準が中等教育以下であり、観光業を運営する

ために必要な知識・技能を欠いている中で資本までもが欠如していては、観光客を惹き付

けるだけの観光サービスを提供できなかった。 

 ただし、観光会社のおかげで一定程度の便益を安定的に確保することに成功した②、③

の場合にも問題がない訳ではない。②はコミュニティ運営の失敗の経験から、③は観光業

に不慣れなため当初から、観光会社に保護区運営が一任されたが、この結果、地域コミュ

ニティは観光業だけでなく保全活動に関する情報に触れる機会が失われている。観光業に

関しては、外国人を呼び込むためにどのような宣伝・マーケティング活動を行っているの

かを地域住民は全く理解しておらず、施設や人材を準備した上でいかにして顧客を掴むか

というケニアの観光業において重要な点についても地域住民は関心を示していない。また、

ASC も PE も、レンジャー隊を設置してパトロールなどの保全活動を行っているが、この

実態を地域住民は理解しておらず、どのような保全活動が自分達の地域に取り組まれてい

るのかを把握していない。 

その一方で、地域住民は年数を経るにつれて、観光会社が稼いでくれる観光収入にも慣

れてしまい、その有り難味が薄れてきている。キマナ、エセレンケイのどちらにおいても

観光会社に更なる便益拡大を要望する意見が聞かれたが、キマナの場合は、保護区内で雇

用される人間に支払われる給与が低すぎるということが GR の全体会議の議題に上り、GR
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全体として給与水準の向上を要求することが決まった。ここで、現在のキマナ・サンクチ

ュアリの給与 (月額) は、門番や夜警などの単純職で約 9,000～11,000 円、専門知識が必要

な運転手やガイドは約 15,000 円であるが、アンボセリ周辺の観光施設においてこれらの給

料は一般的な水準であるし、他人の農地や家畜の世話をする仕事の月給が約 3,000～4,500

円であるのと比べても ASC の給与が極端に低過ぎるとはいい難いのではないかと思われる。

1 経済主体である観光会社に対してどこまで地域コミュニティへの支援を求めるかは、一概

に決められない問題だが、地域コミュニティは土地を提供するのみで保護区運営への可能

性を一切放棄してしまった結果として、運営の適切さを判断する基準を持てないことにも

なってしまった。 

また、便益に関しては具体的な金銭の支払いなどで成果を目にすることができるが、運

営へ特にタッチしない地域住民からすると観光会社が行う保全活動の存在・効果は実感し

辛いものとなっている。もともと、地域コミュニティには、特定の野生動物の個体数減少

を防ぐために何らかの対策を採るといった考え・慣習は見られず、保全意識が特に存在し

たとは思えない。そうした中で、観光会社に運営を全任したことで、野生動物保全とは観

光会社が行うべき活動と地域住民は考えるようになっている。KWS や国際機関は、地域住

民が保全の必要性・価値を認識して、具体的な保全活動のイニシアチブを取るようになる

ことを理想としているが、保護区から便益を得る一方で運営にはノータッチでいる状況で

は地域住民は保全活動に自分達が関わるべき必然性を見出せていない。これもまた、地域

コミュニティが LC としての立場に留まり、保護区運営が必要とする PF の側面に関わって

いないことが原因だと思われる。 

 こうした課題が地域コミュニティにおける保護区には見られるのに対して、④クク・サ

ンクチュアリが採ろうとしている運営体制は独創的でその成否は非常に興味深い。関係す

るアクターの配置は③に似ているが、最大の違いは GR が観光会社と協力することで PF と

しての機能も果たすという点である。GR の狙いとしては、観光会社と提携することで便益

を確保しつつも、地域住民が運営に関与することで知識やノウハウも学びつつ地域コミュ

ニティと観光会社の間の意思疎通を改善しようという意図があるが、これは、同時に、地

域住民が観光業運営・野生動物保全活動をより身近な出来事として認識することを助ける

と思われる。観光業を将来に渡って持続させるには野生動物の存在が必須であるが、その

保全のためには国立公園だけでなく、その周辺の地域住民の土地における保全活動も求め

られる。現実問題として国立公園だけで地域生態系の野生動物全てを保全することは不可
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能であり、その外での保全をいかにして実現するかは避けて通れない問題だと思われる。

だからこそ、KWS や様々な国際機関も CBC などの形で地域コミュニティに対する支援に

取り組んでいる訳だが、例えば①～③の取り組みにおいては地域住民自身による保全活動

が具体的に展開されるに至っていない。その一因としては、上述のように観光会社への保

護区運営の丸投げという問題があったが、これに対して④クク・サンクチュアリがどのよ

うな成果を出せるのかは、地域コミュニティが具体的に果たし得る役割を検討する上で重

要な証拠を提示してくれるものと思われる。 

 

４．協働に向けた野生動物保全関連アクターの整理案 

４．１．Savas 図式の改良 

前節まででは、Savas 図式のオリジナルに可能な限り沿いつつケニアを事例に、野生動物

保全のアクター関係のあり様を分析してきたが、本節では、Savas 図式のアイデアを踏まえ

て野生動物保全のアクター関係をより視覚的・分析的に検討するための図式を考えてみた

い。Savas 図式を踏まえるとは、アクターの関係性を見る方法として、認定・選定、財・サ

ービスの供給、支払いの 3 種類の矢印を用いるという意味であり、それを改良するとは、

野生動物保全の文脈でアクターの類型化を再考するということである。 

 

 １）「パラダイム・シフト」を踏まえたスケール分類 

 第 2 節でケニア野生動物保全の歴史を見てきたが、地域住民の排除・抑圧から協力・参

加への転換は、やはり、今日の保全活動を考える上でも避けては通れない問題である。CBC

など地域コミュニティを含めた保全の重要性は誰もが認めるところだが、それが総じて保

全の成功に繋がったかは明らかではなく (Berkes, 2004; Brown, 2003)、地域住民が実際に

果たしている役割を分析する視座を提供できない図式では不充分である。そこで、Savas

図式に加えて地域コミュニティないし地域住民といった地域レベルのアクターを加えるこ

とと、そうした地域―国 (内)―国際というアクターのスケールの違いをも視覚化すること

が必用である。 

 また、スケールに基づく分類として消費者 (C) を外国人 (Cf) と国内 (Cd) で分けるこ

とも重要ではないかと思われる。なぜなら、Savas 図式において消費者は観光会社ないし保

全活動の担い手に対して認定・選定を行うとされるが、現実問題としても、欧米市民の野

生動物保全に対する意見は観光業に限らず NGO・国際機関への支援などの形を通じて強い

71



 20 

影響力を持っている。しかし、こうした外国からの圧力に反発するケニア人は確かに存在

し (目黒, 2007)、そこでは野生動物保全に対する外国人とケニア人の価値観の違いが問題と

なってくる。ケニア人の中でも意見の対立が存在する訳だが、消費者による認定・選定と

いった時に、それがどのスケールの話なのかは確認しておく必要があり、それも図式の中

で明示することが望まれる。 

 

 ２）野生動物との関わりの区別 

 野生動物保全のおいてアクターをスケールで分けるという場合に、地域と政府ないし国

内と外国といった視点を持つことが重要なのは、そこにおいて野生動物保全に対する認識

のズレが往々にして問題になるからである (目黒, 2007; 岩井, 2001; Western, 1994; 山越, 

2006)。野生動物を保全や観光の対象として限定的に見がちな外国人に対して、地域住民は

日常的な野生動物との関わりの中から野生動物の存在を捉えており、スケールが違えば野

生動物との関わりも必然的に異ならざるを得ず、それは野生動物をいかなる存在として捉

えるか、保全のあるべき姿をどのように構想するかについての考えの相違にも繋がる。 

 諸アクターと野生動物との関わりを区分する場合、野生動物と否応なしに隣り合って暮

らす地域住民と一時的にその土地を訪れる観光客で関わりが大きく違うのは明白である。

アフリカの野生動物が世界中の観光客を集める最大の理由は、それが世界中でもアフリカ

にしか (野生環境において) 存在しない「珍しい」ものだからである。野生動物を日常・非

日常のどちらに属するものとして捉えるかが、アクターと野生動物との関わりを考える上

で重要である。一方、Savas 図式で重要な位置を占める私企業＝観光会社にとって野生動物

とは日常・非日常のどちらの世界に属する存在であろうか。観光会社の人間は、観光業に

従事する限り、ビジネスの道具／対象として野生動物を常に利用している訳であり、経済

的な意味では極めて日常的に関わりを持つ存在である。地域住民に比べれば関わりの濃淡

は薄くなるが、観光客よりかは濃い関係性を持っていることになる。以上から考え得るに、

野生動物との関わりを指標としてアクターを類型化する際には、日常的―経済的―余暇的

という区別が可能ではないかと思われる。 

 しかし、これだけでは、Savas 図式において最重要なアクターである政府および野生動物

保全を議論する上で無視できない国際機関が位置付けられていないことになる。単純に考

えれば、政府や国際機関は行政的とでもいう属性に区分することが妥当かもしれない。し

かし、政府にとって野生動物保全とは現実的・政治的に避け得ない事項であるのに対して、
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国際機関の場合、野生動物保全とは特定の援助・プロジェクト抜きには結び付かないとい

う意味で関わりは限定的とならざるを得ない対象である。そこで、政府は地域住民と、国

際機関は私企業と、関わりという点では類似しているとした。また、一言に地域住民と行

っても、全員の野生動物との関わりが同様であるとは限らず、地域コミュニティ内におけ

る質的差異にも考慮を払う必要がある。そこで、今までの議論を踏まえて、地域住民も野

生動物との関わりの強弱から、野生動物と日常的・不可避的に関わりを持たざるを得ない

LP1、観光業などに就職しており主として経済活動の一環として野生動物に関わる LP2、

そして、地理的要因などから野生動物と普段の関わりが殆どないような LP3 に区別した。

以上まとめると、多数のアクターは野生動物との関わりでは、日常的・行政的―経済的・

業務的―余暇的・非日常的、という 3 類型に分けられるものとした。 

 Savas 図式では、アクターの位置が明確に固定されているために特定のアクターの関与の

有無が容易に見て取ることが可能である。しかし、前節で書いたように、これを野生動物

保全に拡張しようとした場合、アクター数の増加は避け得ず、図式としての視覚効果が落

ちてしまう。そこで、アクター数が増加した場合に事例間の比較を容易にする方法として、

前節で述べたスケールの差異と上述の関わりの差異を 2 つの軸として多様なアクターを配

置することとした (図 5)。

なお、アクター数の増加

に伴い、関係の矢印全て

を図中で示すことが困難

になってきたので、同様

の働きをしている複数の

アクターを四角で囲むと

ともに、実際の関与の程

度が相当に低いアクター

については長破線の形で

図示した。 

 

４．２．Savas 図式改の

適用 

 この Savas 図式改を現在の国立公園および第 3 節において考察を行った各地域コミュニ
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ティに建設された保護区へと適用したものが図 6 である。 

①国立公園で示されているように、植民地時代に端を発する従来の保全政策には地域住

民は基本的に含まれていなかった。少数の人は観光業関連で職を得るなどしていたが、そ

れは観光会社と個々人の個人的な契約であり、地域全体で占める割合はせいぜい数％だっ

たと思われ、総体としては、権利の否定や土地の奪取という形で関わりを持つのみで財・

サービスの供給なども受けられないできた。 

これに対して、CBC ということで地域コミュニティを加えた形の野生動物保全が構想さ

れ目指された 1 つの結果がキマナ・サンクチュアリである訳だが、その②コミュニティ運
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営においては、地域コミュニティが認定・選定を受けると同時に観光収入・国際援助を得

る形になっていた。ここにおいて、地域コミュニティ全体 (LC1＋LC2＋LC3) が、野生動

物からの便益を得ることが可能となったが、長続きはしなかった。その最大の原因は観光

会社の不在だった。まず、地域コミュニティで外国人とコミュニケーションを取ったこと

のある人間は限られておりスケールの壁を乗り越えることが困難であったし、また、観光

業の運営について何らかの経験を持つ人材もおらず、観光客が余暇として何を求めている

のかを把握することもできずビジネスとしては失敗することになった。 

また、③観光会社が運営を担う場合、収入面では安定した結果を残すことに成功したが、

運営から撤退した地域コミュニティは便益や保全の具体的な内容を知らず、それらに関心

も払わなくなっている。このため、地域住民は便益の拡大を望んでいるが、運営の実態を

知らないが故に、時に無茶な要求をするようになっている点が問題である。また、ASC 管

理下のキマナ・サンクチュアリにしろ PE が運営するポリーニ・キャンプにしろ、黒人が観

光客として利用することはない。特に、ポリーニ・キャンプの場合、エコツーリズムとい

うことで様々な環境保全的な機能を設置したために 1 泊の値段は 200 ドル以上かかり、一

般のケニア人には手が届かない。大多数のケニア人にとって国立公園は高嶺の花であるが、

国立公園周辺に作られる保護区は国立公園との競争に打ち勝たないと顧客を掴めないため、

より高級路線に走る傾向があり、結果的にケニア人にはより手が届かなくなる。 

 ④はクク GR が今現在、構想しているサンクチュアリの運営体制であるが、ここでは地

域コミュニティと観光会社が有機的に結び付くことで、①～③で見られたような問題を克

服することが目指されている。それが実際にどの程度の成功を収めるかは分からないが、

やはり、最大のポイントは地域コミュニティと観光会社の間の関係であろう。ビジネスに

関しては観光会社の方が詳しく主導的な立場に立つことになると思われるが、地域コミュ

ニティに対して運営の基礎的情報に加えて、運営に必要な専門的知識・技術を支援するこ

とが重要である。それなしには土地所有者である地域コミュニティの協力・理解は得難い

が、それを超えることこそが、こうした共同管理体制を構築する中心的な目的であり、野

生動物保全が地域コミュニティを含めて持続可能形で営まれるために超えねばならない壁

のはずである。 
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第６章「森林資源管理の歴史的変遷に見る管理・利用主体の変化」 
－青森県鯵ヶ沢町黒森山の事例－ 

 
赤池慎吾（東大院） 

 
１．はじめに 
 本報告は、青森県鰺ヶ沢町黒森山（注１）を事例に、明治初期から現在にかけての森林資

源管理の歴史的変遷を整理し、森林に関わる主体の変化及び主体間の財・サービス、資金、

認定の流れを SAVAS 図式により明らかにし、黒森山における森林資源管理の特徴と問題点

を把握することを目的とする 
 本調査は、2005 年 7 月から 11 月の 5 ヶ月間及び 2007 年５月・８月に青森県鰺ヶ沢町役

場職員・黒森住民を対象に聞取り調査を実施した。 
 
２．鯵ヶ沢町黒森山の概況 

鰺ヶ沢町は青森県西部に位置し、北は日本海に臨み、南は白神山地世界遺産を経て秋田

県、東はつがる市、西は深浦町とそれぞれ相接する。1955 年に旧鰺ヶ沢町・赤石村・中村・

舞戸村・鳴沢村の１町４村が合併して成立した町は、2006年度 7月末日現在、世帯数 4,849、
人口 13,230 である（平成 18 年度鰺ヶ沢町町民生活課調べ）。総面積は 34,299ha と広大な

土地を有しており、東西 22km、南北 40km と南北に長い形をしている。林野率は 79.5％
と高い。また、国有林野率が 71.1％と全国平均に比べ非常に高いことが特徴である。域内

には白神山地世界遺産登録区域の 27.4％（4,650ha）が含まれている。 
 調査地黒森部落（以下、黒森と表

記する）は旧赤石村地区に位置し、

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字深谷に

含まれる。鰺ヶ沢町中心地から南へ

約 15km、車で約 30 分の距離にある。

旧赤石村地区の特徴は、山間部が多

いが、稲作を基盤とする集落形態が

営まれてきた。黒森が属する大字深

谷は赤石村の最北部に位置し、深

谷・細ヶ平・黒森の 3 部落により構

成されている。黒森は人口数 36 人、

13 世帯の比較的小規模な山村である

（表－１参照）。 
 調査対象となる森林は、面積 52 ヘクタール、樹齢 200 年を越えるブナ天然林が鬱蒼

と茂る原生的ブナ林景観が広がる黒森山である。黒森山は江戸時代から黒森の水源林と

図１ 黒森山の位置 
http://map.yahoo.co.jp/を参照して作成 
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して伐採が禁止され、黒森住民により厳重に保全されてきた経緯がある。林内はブナ・

ミズナラをはじめ豊富な植物群落に被われているほか、地形も起伏に富む斜面地形をな

し、それだけで貴重な生態系を有している。黒森山の貴重な生態系と地元住民により官

地民木（注 2）という特殊な森林林所有形態で保全されてきた経緯が評価され、世界遺産

に登録された白神山地のモデル林として 1997 年自然体験型観光施設「ミニ白神」とな

った。現在では全国各地から年間約 2 万人の観光客が訪れる鰺ヶ沢町を代表する観光名

所となっている。 
 
 表１ 黒森の人口・世帯数の推移 

          黒     森 大字深谷  
世帯数 人口数 1 世帯平均 １世帯平均 

昭和４０年 
４５   
５０ 
５５ 
６０ 

平成２年 
７ 
１２ 
１７ 

  14 
14 

  11 
  11 
  11 
  12 
  11 
  11 
  13 

  115 人 
  92 
  70 
  62 
  53 
  48 
  44 
  41 
  36 

  8.21 人 
  6.57 
  6.36   
  5.63 
  4.81 
  4.00 
  4.00 
  3.72 
  2.76 

  6.85 人 
  6.08 
  5.32 
   5.32 
   4.53 
   4.90 
   4.14 
   3.77 
   3.18 

出典：『町内人口 世帯数調』昭和 39 年～平成 17 年より作成。 

 
３．黒森山の歴史的変遷 
３．１．対象時期と区分 
 本報告は、黒森山における森林資源管理の歴史的変遷を整理し、管理・利用主体がどの

ように変化してきたのかを明らかにすることを目的とする。よって、対象となる時期は、

聞取り調査・文献調査により管理・利用実態の把握が可能である明治初期から現在までと

する。 
 時期区分に付いては、森林管理の目的の変化を境に以下のようにした。まず、水田を潤

す水源林として、またキノコ・山菜など生活に必要な資源を採取する場所として黒森住

民により管理・利用されてきた明治初期から 1996 年までを第１期とした。次に、観光

利用による森林管理が行われている 1997 年から現在までを第２期と区分した。 
 
第１期：水源涵養機能を目的とした森林管理（明治初期～1996 年まで） 
第２期：観光利用を目的とした森林管理（1997 年～現在まで） 
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３．２．第１期：水源涵養機能を目的とした森林管理（明治初期～1996 年まで） 
まず、立木所有者である黒森と黒森山の関わりについて見ていくこととする。黒森山が

黒森の水源林として位置付けられるようになったのは開村当時（正確な開村年は不明だが、

1600 年代初期との言い伝えが残っている）からであると考えられる。黒森では黒森山の裾

野から水田が開けていった経緯があり、黒森の水田は黒森山から流れる沢に農業用水の全

てを依存している。弘化三年（1847）津軽藩公認の水源林「田山」となり、以降は藩法

及び村掟（注 3）により伐採が厳重に禁止された。黒森山の管理・利用形態は黒森 1 村に

よる割山方式（注 4）であった。利用実態は、原則禁伐林でキノコ・山菜等の林野副産物

の採取に限られていた。 
 1889 年「町村制」施行により、黒森山の登記名義が黒森 1 部落から近隣の２部落を

含めた大字深谷となり、1913 年、官地民木林台帳に立木所有者大字深谷と登記される。

つまり、黒森山の立木所有権が黒森 1 部落から近隣の 2 部落を含めた大字単位へ拡大さ

れ、黒森山に農業用水を依存しない近隣の 2 部落も黒森山の管理・利用に対して発言権

を有したことを意味する。その後、黒森山の利用をめぐり、伐採を主張する深谷・細ヶ

平の２部落と禁伐を主張する黒森との間で争われることとなる。 
 昭和 30 年代から昭和 40 年代、黒森の水田面積が飛躍的に増加し、黒森山の水源涵

養機能がいっそう重視されるようになった。一方、木炭原木採取の奥地化により、深谷・

細ヶ平の黒森山に対する伐採・製炭要求が高まり、伐採を主張する深谷・細ヶ平と禁伐

を主張する黒森との対立関係がより鮮明となっていく。大正時代以降の黒森山の管理・

利用形態は黒森 1 村による共有方式がとられている。 
 1981 年、黒森の人々は黒森山の立木所有権を失うことは集落の絆の消滅であるとし、

深谷・細ヶ平の２部落から立木所有権を自費により買い受け、立木所有者が再び黒森 1
部落となる。 
 次に、土地所有者である国側から見た黒森山の管理利用実態はどのようであったのだ

ろうか。1893 年、国は官地民木林を不要存置に区分し、経営対象ではなく、払下げによる

国有林野経営の収益源と位置づけた。木材生産を主に国有林野経営が行われている以上、

国は官地民木林の土地所有権を有するが、自らが立木を伐採し経済的利益を得ることがで

きない林野は不要であると位置づけたのである。また、土地が国有である以上、国は官地

民木林台帳の整備などの管理上の手数を必要とした。明治時代以降、木材生産による経済

的利益を得ることができず、管理上の手数を必要とする官地民木林を不要な国有林野と位

置づけ、できるだけ早く解消したいと考えてきたのである。 
 以上、第 1 期における黒森山の歴史的変遷の概略である。黒森山の管理・利用主体であ

る立木所有者は、黒森 1 部落から周辺 2 部落を含めた大字単位へ拡大し、再び黒森 1 部落

へと変更されている。管理・利用実態は、黒森が黒森山の伐採を主張する近隣 2 部落の利

用を排除し、藩政時代から現在まで黒森の水源林として禁伐の状態が維持されてきた。 
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図２ ミニ白神内の遊歩道 

（地面には木質チップが敷き詰められている）

３．３．第２期：観光利用を目的とした森林管理（1997 年～現在まで） 
1991 年 9 月、鰺ヶ沢町を襲った台風 19 号により、黒森山で風倒木の大被害が出る。黒

森では風倒木の売却を行うため林道の設置を鯵ヶ沢営林署に依頼したがすぐに回答は得ら

れなかった。1992 年、営林署からの回答が一行に得られず、黒森は鯵ヶ沢町へ鯵ヶ沢営林

署への働きかけを依頼し、鯵ヶ沢町職員が黒森山の風倒木被害の現状視察に訪れる。同時

期に鯵ヶ沢町では、白神山地の世界遺産登録への動きが活発化しており、町の中心地から

近い場所に白神山地を体験できるモデル林を探していた時期であった。鯵ヶ沢町は黒森山

が原生的森林景観を有していること、町の中心地から約 15km と地理的条件も良いことか

ら黒森山を白神山地のモデル林として保存・観光利用の検討を開始した。同年、鯵ヶ沢町

は外部資金（鯵ヶ沢町出資）を導入し黒森山を保存する意向を鯵ヶ沢営林署へ伝え、1993
年に黒森山の土地が国から鯵ヶ沢町へ払下げられた。土地の払下後も、土地所有者（鯵

ヶ沢町）と立木所有者（黒森）が異なる森林所有形態は維持されている。 
1993 年 3 月 25 日、黒森と鯵ヶ沢町との間で黒森山の森林資源の保存と町役場主導によ

る観光利用を目的とした「黒森官地民木林の取り扱いに関する協定書」が締結した。協定

書は、土地所有者を鯵ヶ沢町、立木所有者を黒森部落とし、互いに自然状態を維持しなが

ら地域活性化に協力することが明記されている。第 9 条で鰺ヶ沢町は利用者に対し入園料

を徴収することができる（黒森住民に対しては適用されない）ほか、10 条では雇用は原則

黒森からとすること、第 11 条では黒森は鯵ヶ沢町の承諾を得て風倒木の搬出ができること、

などが明記されている。 
 1997 年、「だれでも手軽に白神山地を体験できる」

をキャッチコピーに、黒森山は自然体験型観光施設「ミ

ニ白神」となった。開園当時は年間 1 万 2,000 人だっ

た観光客も、現在では年間約 2 万人が訪れる鰺ヶ沢町

を代表する観光名所となった。観光客の約 8 割は県外

から訪れている。観光客のほかに、鰺ヶ沢町の小・中

学生や全国の修学旅行生の環境教育の場としても利用

されている。 
 園内の管理・利用については、土地所有者である鯵

ヶ沢町が施設整備（総合案内休憩所、遊歩道、野鳥観

察舎、看板など）や観光客の対応などのサービスを提

供する管理主体となっている。観光客は入園料 300 円

を鯵ヶ沢町に支払い、園内を自由に散策することがで

きる。観光客が希望すれば、市民団体あじがさわ白神

山地ガイド倶楽部のガイドサービスを有償で受けることができる。立木所有者である黒森

住民には、年間 12 万 5000 円の樹木借上料が鯵ヶ沢町から支払われており、施設職員は黒

森から採用されている。立木所有者である黒森住民は協定に基づき園内の林野副産物（キ
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ノコ・山菜など）の採取が認められている。開園前に比べ利用頻度は減少したが、現在で

もキノコ・クルミ・山菜などを採取する住民は多い。林野副産物の採取を行う黒森住民は、

定期的に園内の野生植物の違法採取の有無、危険箇所の点検などの巡視活動を行っている。 
 このように、黒森山の所有形態は、立木所有者は第 1 期と同様に黒森であるが、土地所

有者が 1993 年を境に国から鯵ヶ沢町へと変更している。管理主体については、立木所有者

である黒森にかわり鯵ヶ沢町が中心を担うようになった。さらに、黒森山に関わる主体は、

黒森（立木所有者）、鯵ヶ沢町（土地所有者）、観光客、市民団体と多様化し、利用者は数

万人に増加した。 
 
４．黒森山の森林資源管理に関わる主体 
４．１．政府（G：Government） 
 １）国（鰺ヶ沢営林署） 
 黒森山は明治初期から 1993 年まで国有林野に区分され、国による管理が行われてきた。

主な業務内容は、森林の面積・樹種・境界・地質・気候・運輸等を記した官地民木台帳の

管理である。官地民木林台帳は東北森林管理局青森事務所に保管されている。 

  
 ２）鰺ヶ沢町 
 1997 年に「ミニ白神」が開園して以降、鰺ヶ沢町は黒森山の管理の中心を担ってきた。

観光商工課がミニ白神の管理運営を担当し、４月から 10 月までの開園期間中は担当者１名

が園内に在中している。主な管理内容としては、園内施設（総合案内所、遊歩道、野鳥観

察舎など）の設置・点検や長靴・杖・雨具の無償貸し出しを行っている。そのほか、弘前

大学と共同で園内の森林資源調査を実施している。鰺ヶ沢町は観光客から入園料を徴収し、

その一部を樹木借上料として立木所有者である黒森に支払っている。 
 
４．２．所有者（PF：Private Firm） 
 １）立木所有者 
 明治初期から現在にかけて、黒森山は土地所有者と立木所有者が分かれた森林所有形態

が継続されている。立木所有者である黒森は利用者を黒森住民に限定し、水源涵養機能が

損なわれないよう禁伐の村掟により森林資源を維持してきた。住民の森林所有意識につい

ては、所有権が立木に限定されていることは承知しているが、森林の管理・利用に関して

土地所有者よりも強い権利を有していると認識している。 
 
 ２）土地所有者 
 上述したように、1993 年を境に黒森山の土地所有者は国から鰺ヶ沢町へ変更された。土

地所有者は立木に関する権利（処分・収益・使用）を有していない。1891 年、1953 年に黒

森が森林内に溜め池設置の許可願を申請した際、土地所有者である国は申請を受理してい
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る。1993 年に鰺ヶ沢町と黒森の間で締結した「黒森官地民木林の取り扱いに関する協定書」

に基づき双方の合意の上で自然体験型観光施設「ミニ白神」が運営されている。 
  
４．３．消費者（受益者）（C：Consumer） 
 １）黒森 
 黒森では約 21 ヘクタールの水田を所有しており、黒森山から流れる沢に農業用水のすべ

てを依存している。近隣の 2 部落が所有する水田には直接農業用水が引かれていない。そ

のため、黒森では藩政時代から現在まで禁伐の村掟により黒森山を管理し、水源涵養機能

を享受してきた。キノコ・山菜等の採取も古くから行われており、採取された林野副産物

は自家消費されている。 
 
 ２）観光客 
 ミニ白神の年間利用者数は 19,785 人で、５月の GW 期間、８月の夏休み期間、１０月の

紅葉の時季に集中しており、うち県外からの利用者が 8 割を占めている（平成 16 年鰺ヶ沢

町役場調べ）。観光客は若年層に比べ熟年層の利用割合が高いこと、旅行会社が企画するツ

アー旅行による利用者が多いことが特徴である。2002 年 12 月に東北新幹線八戸駅が開業

して以降、「ミニ白神」を訪れる年間間利用者は約２万人で推移している。観光客は鰺ヶ沢

町に入園料 300 円（小・中学生 200 円）を支払い園内の散策を行うことができる他、有償

で園内のガイドツアーに参加することができる。 
 
４．４．市民団体（VA：Voluntary Association） 
 １）あじがさわ白神山地ガイド倶楽部 
 2002 年、地元の自然愛好家らが中心となり、あじがさわ白神山地ガイド倶楽部が発足し

た。2007 年度現在、計 16 名のガイド会員を中心に活動を実践している。活動の趣旨は、

地元の人材により白神山地の魅力を多くの人に伝えることを旨とし、鰺ヶ沢町の白神山地

を中心に自然保護活動とガイド活動を実施している。2003 年からは「ミニ白神」にスタッ

フを常駐させ、一日 2 回のガイド活動を行っている。ガイド活動は有償で行っているため

私企業ともとらえられるが、本報告では設立の趣旨及び活動内容を鑑み、市民団体（VA）

として取り扱う。 
 
 
 
４．SAVAS 図式による分析 
４．１．第１期：水源涵養機能を目的とした森林管理（明治初期～1996 年まで） 
 第１期における黒森山の森林資源管理の SAVAS 図式は図 3 のようになる。G である国は

官地民木林台帳上の管理を行っているが、直接的な管理活動は行っていない。PF である所
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有者は立木所有者と土地所有者に別れる。黒森山の立木所有者である黒森は自ら森林を所

有することで水源涵養機能を提供している。さらに、林野副産物の利用に関しては、C1（黒

森）を認定することで他部落の利用を制限している。土地所有者である国による活動は

SAVAS 図に現れない。地理的条件により黒森山による水源涵養機能の消費者は黒森１部落

に限定される。林野副産物の採取に関しては、PF（所有者）の認定を受けた C1（黒森）が

独占的に行うことができる。C1（黒森）は林野副産物の採取を行うとともに、森林の巡視

活動を実施している。 
 このように、第１期における黒森山の森林資源管理の特徴は、まず、PF（所有者）が消

費者である C1（黒森）を認定し、利用者を限定していることが確認できる。また、主体間

に支払い（資金）が生じない点が特徴である。第１期における黒森山の森林資源管理は、

森林の水源涵養機能の消費者が明確であり、林野副産物の採取が黒森１部落に限定されて

いることで経済的利益がなくとも森林が持続的に管理・利用されているといえる。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
４．２．第２期：観光利用を目的とした森林管理（1997 年～現在まで） 
 第 2 期における黒森山の森林資源管理の SAVAS 図式は図 4 のようになる。G である鰺ヶ

沢町役場は立木所有者である PF（所有者）と協定を結び、園内に総合案内所や遊歩道など

の施設の設置・管理を行い、G（鰺ヶ沢町）から PF（所有者）に対して樹木借上料が支払

台帳管理 

Ｇ 

（国） 

ＰＦ 

（所有者）

Ｃ１ 

（黒森） 

利用者の認定

森林管理 

水源涵養、林野副産物 

      認定・選定 

     財・サービスの提供 

        支払い 

図 3：1993 年までの黒森山森林管理 
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われている。C2 である観光客は、G（鰺ヶ沢町）に入園料を支払い、園内を散策すること

ができる。さらに、C2（観光客）が希望する場合には、VA（市民団体）にガイド料金を支

払うことで、ガイドサービスを受けることができる。VA（市民団体）は G（鰺ヶ沢町）の

認定を受けたあじがさわ白神山地ガイド倶楽部が担っている。PF（所有者）と C1（黒森）

の関係は、第１期における黒森山の森林資源管理と同様に C1（黒森）は水源涵養機能の享

受と林野副産物の採取を独占的に行い、巡視活動により黒森山を管理している。 
 第１期と比較して、第２期における黒森山の森林資源管理は G が国から鰺ヶ沢町に変更

し、G（鰺ヶ沢町）が黒森山の管理において主体的な役割を果たしていることがあげられる。

図４が示す通り、G（鰺ヶ沢町）は PF（所有者）、C２（観光客）、VA（市民団体）と直接

関わりを持っており、関係主体間の調整役としても重要な役割を担っている。また、新た

な主体として C2（観光客）と VA（市民団体）が登場し、黒森山に関わる主体が多様化し

たことがわかる。さらに、主体間に支払い（資本）が生じ、G（鰺ヶ沢町）は C２（観光客）

から入園料を徴収し、その一部を PF（所有者）に樹木借上料として支払うことで PF（所

有者）は観光利用による経済的利益を受けることができる。 
 最近になり、「ミニ白神」の管理運営に指定管理者制度を導入する案が検討され始めてい

る。指定管理者制度が導入されれば、図４の G（鰺ヶ沢町）にかわり新たな主体が「ミニ

白神」の管理運営を担うことになる。 
 

 
 
 
５．まとめ 
 第１期と第２期における黒森山の森林資源管理について、SAVAS 図式を用いて管理・利

用主体及び主体間の財・サービス、資金、認定の流れを分析した。その結果を踏まえて、

現在行われている「ミニ白神」の管理・利用に関する問題点を指摘する。 

Ｇ 
（鯵ヶ沢町） 

ＰＦ 
（所有者） 

Ｃ２ 
（観光客） 

ＶＡ 
（市民団体） 

ガイド料 ガイド 

樹木借上料施設管理

認定 

Ｃ1 
（黒森） 

入園料 

      認定・選定 

     財・サービスの提供 

        支払い 

図 4：1997 以降の黒森山森林管理 
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５．１．施設維持管理費の不足 
 「ミニ白神」が開園して 10 年が経過し、園内の遊歩道・休憩所等の施設の老朽化が目立

つようになってきた。鰺ヶ沢町の財政難から施設補修に新たな予算を付けることは難しく、

また C2（観光客）からの入園料だけでは十分な管理費が確保されず、現在は補修されずに

放棄されている施設が目立つようになった。図 4 で示したように、施設管理に関わる財の

流れは G（鰺ヶ沢町）のみである。今後は施設の維持・管理費負担のあり方を入園料の値

上げも含めて検討していく必要がある。 
 
５．２．野生植物の違法採取 
 近年、観光客の増加や知名度の上昇によりキノコ・山菜・稀少植物の違法採取が問題と

なっている。黒森住民に対する聞取り調査では、1997 年に「ミニ白神」が開園して以降、

キノコ・山菜が減少してきたという。園内の巡視活動は、C1（黒森）により行われている

が、総面積 52 ヘクタールの園内すべてを常時監視することは不可能である。「ミニ白神」

ではC1による巡視活動の強化とG（鰺ヶ沢町）による観光客への呼びかけを行っているが、

根本的解決には至っていない。 
 
５．３．地元への経済波及効果が薄い 
 「ミニ白神」近隣には土産物屋や食事処が併設されておらず、年間約 2 万人の観光客が

訪れるものの地元への経済効果が薄い。図４に示したように、C２（観光客）から PF（所

有者）に対する直接支払いは行われていない。鰺ヶ沢町では地元手工芸団体と共同で「ミ

ニ白神」内で土産物を販売する計画を模索しており、C２（観光客）から PF（所有者）へ

直接支払いが行われる案を検討している。 
 
 以上のように、SAVAS 図を用いて「ミニ白神」に関わる主体間の財・サービス、資金、

認定の流れを分析したことで、３つの問題点が明らかとなった。とりわけ、施設維持管理

費の不足が深刻な問題である。G（鰺ヶ沢町）による費用の捻出が困難である以上、費用負

担の範囲内での施設整備及び「ミニ白神」の受益者である C１（黒森）、VA（市民団体）、

C2（観光客）がそれぞれ何らかの負担を負うことが求められるであろう。その際、特定の

主体のみに負担が偏らないよう主体間での合意形成が必要である。 
 
 
注 
1. 調査地は藩政時代には田山、明治初期から 1993 年まで官地民木林、1997 年以降はミ

ニ白神、とその名称を変えてきた。本報告では混乱を避けるため、調査地の名称を先

行研究同様に黒森山と表記する。ちなみに、立木所有者である黒森では藩政時代から
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現在まで一貫して田山と呼ばれている。 
2. 官地民木制度とは、国が土地を所有し、住民が立木を所有する特殊な森林所有形態で

ある。全国的に存在したが、制度として確立され、平成まで存在していたのは青森県

旧弘前藩地方だけである。調査地黒森山は、1993 年に官地民木形態が解消されるまで

日本で最後に存在した官地民木林である。 
3. 年長者の中には昭和 30 年代まで「田山（黒森山）から枯れ木一本採ってはいけない」

と教えられた経験を持つものがおり、生計のほとんどを農業に依存していない現在で

も「田山を伐採すれば黒森が消滅する」という村掟が存在している。 
4. 共同利用者に不平等が生じないように資源を分割し、その用益権を与えると同時に、

何らかの規制を加えるものである。 
 
参考文献・Web（Web は 2007 年 8 月データ取得） 
■ 小林三衛，1968，『国有地入会権の研究』，東京大学出版会，557pp. 
■ 木平勇吉，1997，『森林管理と合意形成』，全国林業改良普及協会，159pp. 
■ 船越昭治（編），1999，『森林・林業・山村問題研究入門』，地球社，343pp. 
■ 林野庁内森林利用活用研究会（編），『地域振興と森林の利活用 民有林行政関係者のた

めの国有林利活用の手引』，ぎょうせい，307pp. 
■ 鰺ヶ沢町 

http://www.ajigasawa.net.pref.aomori.jp/ 
■ あじがさわ白神山地ガイド倶楽部 

http://ajishirakami.web.fc2.com/ 
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第７章 Savas図式を用いた一関遊水地の位置づけ 

―北上川治水と地元住民の視点から－ 
深谷雪雄（東大院） 

 
1 はじめに 
 岩手県一関市は北上川中流域に位置し、地形的な要因から古来より頻繁に洪水による被

害を被ってきた。昭和22年及び23年のアイオン台風・カスリン台風による被害は中でも 

著しく、水害に対する取り組みの必要性を喚起する大きな契機であった。一関遊水地は、

昭和24年に初期計画が立ち上がり、のちの昭和48年に規模を拡大した形で策定されたもの

が現行の計画であり、今なお建設が進められている。一関遊水地は、全国有数の規模を誇

る遊水地であり、五大ダムによる上流部の洪水調整を完成させるという役割をも担ってい

る。つまり、水害常襲地帯における住民の生命や財産を守るという目的と、北上川全体の

治水を完成させる目的とを併せ持っているのが大きな特徴である。 
 遊水地事業は河川の一部を改修する工事と解釈されるため、国土交通省（旧建設省）が

管轄する公共事業である。しかし、遊水地用地に指定され、移転を余儀なくされた農地や

宅地の所有者が存在すること、さらには事業による受益者が周辺住民のみにとどまらない

こと、を鑑みると国以外の主体の関与にも注目する必要がある。よって、本稿ではSavas
図式を用いて一関遊水地事業に関わる主体を図式化することで、同事業の展開過程を整理

し、問題点を抽出することを目的とした。 
 研究の方法としては、2007年6月と8月に各1週間程度の現地調査を行うとともに、行政

資料や先行研究をレビューした。得られた情報をSavas図式に当てはめたのちに、考察を

加えた。 
 
2 北上川の概要 
２．１．北上川流域 
１）北上川本川 
 北上川は、奥羽山脈と北上高地に挟まれて流れる東北地方随一の一級河川である。岩手

県岩手郡岩手町を源として、猿ケ石川、雫石川、和賀川、胆沢川など多くの大小支流を合

わせて岩手県を縦断し、一関市下流の狭窄部を経て宮城県に流下している。その後、登米

市柳津で旧北上川に分派し、本川は新川開削部を経て追波湾に注ぎ、旧北上川は更に迫川・

江合川を合わせて平野部を南下し石巻湾に注いでいる。後に述べる通り、近世以来、治水

や新田開発を目的とした河川改修が繰り返されており、その姿を少しずつ変えているもの

の、現在は幹川流路延長249km、流域面積10,150kとなっている。 
 北上川流域は、江戸時代に舟運が盛んであったことから、岩手・宮城両県における中心

的な都市が発達した。北から、盛岡市、花巻市、旧水沢市（現奥州市）、一関市、登米市、

石巻市、といった地域からなっており、沿川には新幹線や東北自動車道を有するなど、現
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在も東北地方全体にとって重要な交通網を形成している。 
２）一関地区 
 一関市は、北上川を上・下流で分けた場合の上流部 下端に位置しており、市内中心部

で磐井川が合流している。その下流においては、28kmに及ぶ狐禅寺狭窄部があり、かつ

流れが急激に緩やかになっているという地理的な要因から、水害常襲地帯であった。また、

現在では岩手県南端に含まれる一方で、近世の幕藩体制のもとでは一関藩（田村藩）とし

て独立しており、かつ仙台藩の分藩であったことも特徴的であり、政治的・社会的な面か

らも注目すべき特徴を有する地域である。 
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２．２．北上川の洪水 
１）近世以前 
 北上川は古くより洪水の多い河川として知られ、その記録は天平6(762)年にまでさかの

ぼる。中世の藤原氏の時代にも洪水が相次いだとされ、本川や各支川の氾濫、堤防の決壊

などが記録されており、洪水による河道の変遷なども度々起こっている。その後も、近世

の終わりまでにいわゆる白髭洪水と呼ばれる大洪水が何回か記録されている。 
 近世に入ると、北上川流域は幕藩体制のもとで南部、伊達両氏の領有するところとなり、

従来と比べると安定した政治体制におかれ、洪水の記録も多くとどめられるようになった。

上流部では、ほぼ毎年のごとく水害を受け、凡そ10年に7回の割合で洪水が発生していた

との調査結果もある。地域別では、盛岡や花巻などの主要都市周辺や、一関地区、弧禅寺

狭窄部内部の地域に多く被害が発生しており、下流部に比べると 上流部を除けば全域的

に被害が及んでいた。とくに、一関地区での洪水発生回数は、藩政時代に上流部で記録さ

れているものの約3分の1を占めており、同地区が近世より水害の常襲地であったことが明

らかである。 
 一方で下流部の洪水は、上流部のそれとは異なる特徴を持っていた。北上川本川の洪水

記録は少なく、支川の迫川の洪水が多く記録されている。これは、仙台藩の新田開発によ

る自然遊水地の減少や、近世以降の河川改修の歴史と深い関わりがあるとされている。 
 
２）近代以降 
 近・現代に入ると、下流部では洪水が緩和されてきたという点が注目される。幕末期に

は、藩財政の窮迫と政情不安により、治水への配慮が怠られたことなどが影響し、明治初

期も北上川流域ではほぼ毎年のように出水している。弧禅寺狭窄部付近を始めとして、上

流部における洪水は大正・昭和期に入っても頻度は減ることは無かった。それに対して、

下流部においては大正9(1920)年以降、平野部全体を覆うような洪水は生じていない。迫川

の洪水も同様に頻度を減らしており、これは明治期以降の河川改修との関わりにより説明

されるものである。明治期以降の特記すべき洪水としては、明治43(1910)年、大正2(1913)
年、大正9(1920)年、昭和6(1931)年、昭和19(1944)年、昭和22(1947)年、昭和23(1948)年
などが挙げられる。特に、昭和22年9月のカスリン台風と翌年のアイオン台風は、上・下

流部ともに大きな被害を受けた。カスリン台風時は上流部では岩手県全域に被害が及び、

死者109名、行方不明103名を数えた。下流部においては、狭窄部出口における堤防決壊に

よる被害を中心に、死者20名、行方不明10名となっている。カスリン台風からの復興もま

まならぬ翌年に発生したアイオン台風による被害はさらに激甚で、岩手県内の死者393名、

行方不明316名、宮城県では死者・行方不明40名と記録されている。とくに、一関地区で

は北上川本川と磐井川の氾濫によって壊滅的な被害を受けており、その後の一関遊水地計

画にも大きな影響を与えた災害であった。 
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２．３．北上川の治水 
１）近世以前 
 北上川における治水は、古代から中世にかけての舟運航路確保を目的とした事業がその

始まりであるとされる。坂上田村麻呂が舟運を目的として、宝亀11(780)年から24年間に

わたって河道を整備したとの記録もある。その後、平泉の藤原氏も河道整備や河港開設、

運後の開削など、当時としては大規模な治水事業を行った。 
 近世に入ると、下流部において大治水事業が行われた。まずは、慶長10~15(1605~10)
年に、登米城主であった伊達（白石）宗直が仙台藩に願い出て行った一連の治水工事が挙

げられる。河道に蛇行部を設けるなどの大規模な改修を行い、登米地方を水害から守り、

水田開発を行うことを目的としていた。続いて、元和2~寛永3(1616~1626)年には仙台藩が

大規模な改修工事を行い、この時期に現在の旧北上川に当たる流路が形成された。上流部

においては、盛岡、花巻といった城下町を水害から守るための本川の付け替え工事など大

規模な改修工事が行われた。一関地区においても、現在の花泉町日形に日形堤防が設けら

れるなど、水害対策が行われるものの、度々破堤を繰り返すなど、現在でも洪水の危険が

除かれていない地域が残る。この時期、上流部においては、盛岡や花巻を除けば、抜本的

な治水事業が為されていなかったと言える。 
 寛永3(1626)年以降の北上川下流部の治水は、明治期にいたるまで見るべき改修として挙

げるものはなく、既存の河道の維持・整備にとどまった。これは、近世も時代がたつにつ

れて仙台藩の財政が行き詰ったことなどが影響しており、決して治水が完成したことを意

味していたのではなかった。下流部では、上記の改修工事の後に迫川流域の治水が問題と

なり、解決を見るのは明治期のこととなる。 
 
２）近代以降 
 明治初期の北上川流域は、南部・仙台の両藩が戊辰戦争の反逆者とみなされ、領内が細

分化されたために、洪水の多発にも関わらず治水事業に着手する余裕が無かった。上流部・

下流部が現在の岩手県・宮城県に区分されるのは、明治9(1876)年のことである。明治

6(1873)年には、北上川は一等河川に編入されるものの、現在の一級河川ほどの意味は持た

ず、依然として河川改修費は地方費での負担であった。そのため、県は改修費の調達や着

工箇所の選定に多大の労力を要し、何度も国費補助の陳情が行われた。上流部において大

規模な河川改修事業が開始されるのは、明治17(1884)年の内務省直轄低水工事によってで

ある。明治21(1888)年には、北上川改修のすべてを内務省直轄工事に依存することになり、

岩手県の予算から修築費が削除された。その後、明治29(1896)年には河川法が制定され、

工事終了後の明治40(1907)年には河川台帳の認可が下り、北上川とその河川敷、堤防等が

国有となった。その後、依然として多発する洪水に対し、岩手県や市町村は大正期~昭和

初期にわたって国の直轄事業の要望を出し続けたが、大規模な事業が実施されるには、昭

和16(1941)年の河水統制事業に基づく北上川上流改修と五大ダム計画を待たねばならな
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かった。 
 一方、下流部においては、明治11(1878)年には洋港建設などを含む事業が始まり、明示

44(1911)年には前年の大洪水を受けて直轄改修工事が開始された。その後、新北上川の開

削、新迫川の開削などが進められ、昭和中期までには下流部の治水がほぼ完了することに

なる。 
 
３．一関遊水地計画 
３．１．一関遊水地計画の背景 
 北上川上流部における本格的な高水工事は、昭和16(1941)年の北上川上流改修と五大ダ

ム計画において緒についたが、第二次世界大戦によって中断されたため、実質的には昭和

25(1950)年の北上川特定地域総合開発の中で開始された。16年当時の計画は、五大ダムの

建設と河道整備を組み合わせた画期的なもので、日本のTVA（またはKVA：北上川総合開

発計画）とも称された。戦後、カスリン台風・アイオン台風による大洪水により、とくに

弧禅寺狭窄部上流の一関地区が壊滅的な被害を受けたことで、計画の抜本的改訂が行われ

た。その結果、対象洪水をカスリン台風時の規模とし、五大ダムに加えて新たに一関市舞

川に遊水地（現在の第2･第3遊水地）を設け、流量を調整することが決定された。この計

画が、昭和25年に制定された国土総合開発法に基づく北上川特定地域総合開発の期間次行

として位置づけられ、ダムおよび築堤工事が開始されることとなった。 
 さらに昭和48(1973)年、計画雨量を100年確率とした流量改訂が行われ、舞川遊水地を

拡大する形で現在の一関遊水地計画の原型が出来上がった。 
 
３．２．一関遊水地計画の概要 
 昭和48年策定の現行の計画は、弧禅寺地点の基本高水流量13,000㎥/sに対して、ダム群

と一関遊水地により4,500㎥/sを調節し、計画高水流量を8,500㎥/sに低減するというもの

である。この調節量4,500㎥/sのうち1,900㎥/sを一関遊水地でカットする計画になってお

り、その位置付けの大きさは明らかである。 
 一関遊水地は周囲堤と小堤からなる二線堤方式を採用しており、さらに第1(820ha)、第

2(470ha)、第3(160ha)の3つの遊水地で構成されている。遊水地への越流は、概ね10年に1
回程度発生する洪水規模以上で、3つの遊水地において同時に開始される計画となってい

る。周囲堤の総延長28km、小堤は18kmが計画されており、工事は周囲堤から着工、平成

19年度中の完成が見込まれている。小堤に関しては、18年度から着工し、中小規模洪水の

影響が大きいと考えられる狭窄部周辺から優先的に進めるものとされている。昭和47年に

開始された事業が継続しており、予算総額2,700億円（平成7年改訂）という金額からも、

その規模の大きさが推し量られる。 
 また、堤防用地に関しては買収、遊水地内については家屋移転に際しての補償問題は一

つの論点といえる。平成7年度時点で、約450戸の家屋移転が行われている。 
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３．３．一関遊水地計画の展開 
１）素案、補償方針の発表 
 昭和47年5月、建設省は北上川治水事業計画説明会を開き、素案を地元に提示した。狭

窄部掘削などの代替案に対して、一関地区の遊水地を選択した経緯を説明し、遊水地用地

の地権者に対する補償の方針についても発表された。補償の内容としては、①堤防用地は

買収、②遊水地内の農地には遊水地としての永久使用に対する補償、③遊水地内の宅地に

は遊水地としての永久使用と農地転用に伴う損失の補償、④家屋移転費は通常の算定基準

を適用、とされた。 
 素案発表を受けて、当該自治体である一関市・平泉町は両市町間における意思調整・決

定を目的として、市長・町長、助役、議員、農業団体、土地改良区、商工会議所、学識経

験者等からなる「一関・平泉北上川治水対策協議会」を発足された。岩手県は、磐井川と

ともに一関市街地の水害の要因である吸川の工事に着手した。 

第 2 遊水地 

第 3 遊水地 

第 1 遊水地 
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２）地域住民の初期の対応 
 建設省の素案発表を受けて、第１遊水地内にあたる一関市中里地区96戸の住民は「宅地

獲得協議会」を結成し、市長に早急に移転先選定の陳情を行っている。翌年3月には「一

関市北上川治水事業対策協議会」、8月には「平泉町遊水地対策地権者会」といった両市町

の地権者会が発足した。これらを受けて、一関市では遊水地関係家屋の移転先候補地を選

定し調査を開始したが、距離的には妥当なもの、価格や一戸当たりの確保可能な宅地面積

に問題があった。 
 また、中里地区571名の住民からは12項目からなる遊水地の「反対意見書」が市長へ提

出された。弧禅寺狭窄部の開削、一関が上・下流部の犠牲になることへの不満を主張する

ものであった。一方で、同中里地区の別の住民172名が「二線堤賛成意見書」を、同じく

市長に提出するという動きもあった。地権者会「一関市北上川治水事業対策協議会」は13
項目の要望書を建設省に提出し、狭窄部の可能な限りの開削、小堤を先に着工、遊水地冠

水の度の補償、等を求めた。これに対し建設省は、狭窄部の可能な限りの開削、遊水地内

の補償に関しては、10年に1回程度の冠水による対価の支払によって代えるものと回答し

た。小堤の工事に関しては、安全面や費用効率を考慮して本堤の後に行うという点では譲

歩は見られなかった。しかし、「一関地方遊水池反対同盟」を結成し、狭窄部開削第一を主

張、東北本線沿いに遊水地反対の看板を掲げた。これに対して、建設省は説明会を実施す

るとともに、反対者のいない地区での測量を開始した。一関市でも北上川治水対策室を設

けて、専任職員を置くとともに生活再建相談所を開設した。この間に、平泉町長島地区で

は初の家屋移転補償が妥結されている。 
 
３）地権者会の分裂と統一 
 反対同盟の動きは一層活発化し、メンバー364名は地権者会である「一関市北上川治水

事業対策協議会」を脱退し、地権者会は分裂することとなった。こうした状況に対して、

一関市と平泉町の地権者会および両市町は、地域住民の治水への理解を深めるため、東京

大学工学部・高橋裕教授を講師に治水講演会を開催した。さらには、分裂した各地権者組

織の代表らは、一種の勉強会である「北上川治水研究懇談会」を結成して、対話集会を開

いた。建設省も、遊水地事業への理解を深めるために地元住民向けのパンフレットを発行

するなど、着工への努力を行っている。一関市も、この時期に第一次家屋移転者用の土地

を取得している。翌昭和50年、反対派・賛成派の各組織が数度の協議を重ねた結果、一関

市北上川治水事業対策協議会および反対同盟は解散し、新たに「一関市北上川治水地権者

会」が設立された。昭和52年には、遊水地の地権者会とは別に、「磐井川堤防補強、促進

協議会」という住民組織も結成されている。これは、一関市街地の水害が、北上川本川だ

けではなく。市内を流れる磐井川の氾濫によっても被害が拡大することから、遊水地と併

せた対策を請うものであった。 
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４）基本計画発表以降 
 昭和52年3月には、統一された地権者会と建設省との間で対話集会が開催され、一関遊

水地建設の意義や根拠等について、社会的な要因や地理的な要因などから再度説明が行わ

れ、住民への理解を求めた。その中で、基本高水流量や河道整備方針、遊水地内での私権

の行使等について規定した基本計画が発表された。これを受けて5月には、地権者会は一

関市長に対し、集団移転地の早期確保、移転先予定地の再検討などを申し入れ、基本計画

を承認した。 
 同年4月には、県営事業として昭和47年から進められていた吸川隧道工事が終了し、一

関市街地の水害要因のひとつが排除されている。その他にも、遊水地以外の地域での築堤

を求める働きかけや、築堤用土の掘削地にあたる陣が森での地権者会発足など、周辺地域

での動きも活発化している。遊水地内の地権者については、事業計画や地権者会幹部への

不満から脱退するものが出る地区がある一方で、速やかに全戸移転を終えた地区があるな

ど、必ずしも一枚岩とはいえない状況ながらも、以後建設省による着工準備が進んでいく

こととなる。 
 
５）遊水地事業のスタート 
 昭和54年には、県が「北上川遊水地関連対策室」を設置し、一関市役所内にも分室が設

けられた。市・町および各地権者会は北上川治水一関地区促進大会を開催し、遊水地及び

関連事業の促進を決議した。この年は、7月、8月、10月と相次いで水害にみまわれており、

その一因となった磐井川の堤防補強工事が12月には着工されている。 
 基本計画承認後、用地買収契約や家屋移転が進められる中、昭和55年5月に北上川治水

一関遊水地起工式が行われた。時期を同じくして県営の磐井川堤防工事に向けた用地買収

や橋梁工事の着工など、周辺工事も進んでいる。また、遊水地のための代替地を取得する

地権者に対して、県、一関市・平泉町が取得費の利子の一部を補給することなども決定さ

れた。 
 
６）起工式以後の経過 
 起工式以降、引き続き用地買収や家屋移転が進められ、徐々に計画は進められている。

当初の計画通り本堤工事が小堤に先駆けて着工され、平成19年度内での完成が予定されて

いる。農地冠水を防ぐ目的から遊水地内の地権者から長く熱望されている小堤に関しては、

平成18年に漸く着工の運びとなった。国土交通省としては、小堤建設による上・下流への

影響を慎重に検討しながら工事を進めるものとしており、完成までにはまだ時間がかかる

ものと考えられる。 
 また、平泉の世界遺産登録に向けた動きと連動し、当初計画の一部変更なども行われて

いる。本堤の工事が進行するのに従い、一関市街の浸水被害に対しては大きな効果が表れ
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ているものとされているが、逆に磐井川より上流部において本川と合流する衣川付近での

浸水被害が見られ、新たな堤防工事が行われるなど、上下流に与える影響については引き

続き検討の余地があるものと考えられる。 
 
４．Savas図式による分析 
４．１．一関遊水地に関わる主体  
１）国（G：Government） 
 岩手・宮城の両県にまたがる北上川本川の改修工事については、建設省が管轄しており

遊水地の設定などの決定も行った。2001年の中央省庁再編に際して、運輸省、国土庁、北

海道開発庁と統合し現在は国土交通省となり、現在も北上川の改修・維持・整備などを行

っている。 
 
２）地方自治体（G） 
 岩手県は、遊水地事業においては家屋移転者に対する取得費の利子率援助という形で関

わるものの、主には支川である磐井川の改修、堤防工事を行った。対策室を設置するなど、

一関市・平泉町を含めた調整を行う役割も担っていた。 
 遊水地が位置する一関市・平泉町は、県と同様に利子率援助という形で財政的な補助も

するものの、中心的な役割は市民の直接の相談窓口としての位置づけが大きい。家屋移転

先の選定・確保といった地権者に対する施策を担当している。 
 
３）地域住民：(PF：Private Firm または C：Consumer) 
 一関遊水地における地域住民は、遊水地内の土地の地権者と、それ以外の住民とに分け

られる。地権者の中でも、「農地のみを有し、国の使用権に対する対価を得るもの」と、「宅

地を有するために使用権の対価と家屋移転の費用補助、地目差に対する補償をうけるもの」

とがいる。また上述の通り集落によっても事業に対する当初の反応は異なるが、ここでは

分析の外に置くものとする。 
 地権者以外の住民とは、市街地に居住するものを代表に主には所有する土地の使用権を

削られること無く遊水地の恩恵を得ていると言える。国の本川改修と県の支川改修によっ

て、生命と生活とを守られる立場にある。 
 
４）その他の主体 
 遊水地事業を含む北上川改修が二県にまたがる事業である性質上、展開過程の中では触

れられてはいないものの、宮城県民を中心とした下流民も恩恵にあずかる存在として無視

できない。 
 また、高橋教授を始めとした学識者の存在も、国が行う事業に対してその根拠や正当性

を補償し、住民に対する啓蒙の一助を担ったものと考えられる。 
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４．２．Savas図式 
１）近世の治水 
 一関遊水地に関わる主体を分析する準備として、公的セクターの関わりの意義を確認す

るため、近世と近現代の治水のあり方について比較を行う。 

 図１に、幕藩時代の治水の有り方を簡略に示した。各藩が、自国の領民のために治水事

業という行政サービスを施すという単純な形になっている。領民の生命や財産を守るとい

う点で公共性の高い事業であること、領民が生み出す年貢が各藩財政にとって不可欠な「支

払い」として還元されることを考えれば、妥当な形であると考えられる。 
ただし、C1・C2で示された各藩の領民が、現実には北上川によって地理的に繋がった

存在であるという点がこの図式からは抜け落ちている。特に、上流の南部藩の領地におい

て河川改修が行われたとき、下流の仙台藩に与える影響は無視できない。堤防工事などの

高水工事、すなわち河水を漏らさずに流下させるという方策をとった場合には、下流にお

ける洪水の激化という結果をも招きかねない。実際に、史料によれば明治初期に岩手県側

の堤防工事に対して宮城県側からの意見書が出されたとの記録も存在する。こうした地理

的な要因から地域間対抗関係が存在していたことは明らかであり、各藩が領内において

別々に行政サービスを施すことの弊害がここに生じていたものと考えられる。 
また、一口に領民といっても、必ずしも改修工事によって恩恵を得るものばかりではな

かったことは想像に難くない。ここに、よりミクロな視点からも地域間対抗関係が生じて

いるが、この点は現代の治水政策を分析する中で詳述する。 
 
２）現代の治水 
 河川改修のあり方は、明治初期までは幕藩時代同様に各県の負担で行われていた。この

形が変わるのは、明治17年の内務省直轄工事以降、全国的な制度としては明治29年の河川

G1
（南部藩）

G2
（仙台藩）

図１：近世の治水

認定・選定
財・サービスの提供
支払い

認定・選定
財・サービスの提供
支払い

C1
（住民）

C2
（住民）
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法制定以降となる。この形を、北上川治水に当てはめて図2に図式化した。 

ここでPFは、一関遊水地においては遊水地内地権者に当たるが、治水事業一般において、

土地を所有権なり使用権という形で差出し、財・サービスを提供する存在として描いた。

必ずしもC1が宮城県民に該当し、PFが岩手県民に当たるということは意味しないが、少

なくとも図1の近世の治水で見られていたマクロな地域間対立はこの図式である程度描き

出されている。国は、流域全体の視点を持って、社会的重要度や地理的条件をもとに工事

すべき箇所を決定する。そこで地権者の所有権や使用権の一部が必要となれば、対価を支

払うことでそれを得る。それにより国が財・サービスを提供しているとも言い換えられる

が、ここでは地域間対立を描き出すため、地権者を財・サービスの提供者とした。 
 
３）一関遊水地事業 

 一関遊水地事業における、各主体の関わりを図3に図式化した。図2と同様、PFにあたる

遊水地内の地権者は、国からの選定と支払いを受けて、市街地や下流民に治水という形の

G
（国）

図２：現代の治水

認定・選定
財・サービスの提供
支払い

認定・選定
財・サービスの提供
支払い

C1
（住民）

PF
（地権者）

G1
(国)

C2
(下流民)

C1
(市街地)

PF
(地権者)

G2
(県)

G3
(市)

認定・選定
財・サービスの提供
支払い

認定・選定
財・サービスの提供
支払い

図３：一関遊水地に関わる主体

専門家
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サービスを提供している。新たに加えた県は磐井川の堤防工事等を行うことで市街地に対

するサービスを提供している。市町に関しては、主に地権者の相談窓口として作用し、一

種のサービスを提供しているものと考えた。また、国による選定を科学的に裏づけ、啓蒙

する役割として、専門家に位置づけを与えた。地権者と市街地住民とは、本来地域的には

同一の社会に属するにも関わらず、G1が行った選定によって、PFとC1という利害の異な

る立場におかれている。ここに、ミクロな地域間対立が読み取れる。 
 
５．まとめ 
 前章のSavas図式による分析から、治水事業においては図2に見られるようなマクロな地

域間対立と、図3から読み取れるようなミクロな地域間対立があることが分かった。国に

よる関与により、マクロな地域間対立はある程度緩和されるが、ミクロな地域間対立に関

しては一関遊水地事業に見られる通り、依然顕著なものと考えられる。所有者の存在する

土地を利用して、他の土地の便益を図るという性格上、この種の治水事業においては不可

避な対立であろう。 
その中にあって、一関遊水地事業の計画が承認され、現在まで建設を進めることが出来

ている要因について、ここで整理しておく。第1に、国や県などの事業を実施する存在だ

けではなく、相談窓口となった市町や、国の正当性を保証した専門家らが計画段階から関

わったことが挙げられる。また、聞き取り調査では、「元々毎年のように冠水するところだ

から、使用権を国に譲るくらいは仕方ない」という意見も聞かれた。水害常襲地であると

いう歴史的背景から、専門家らの公正な意見も合わせて、理解が得られやすい下地があっ

たものと考えられる。ただし、農地を守るための小堤建設が緒についたばかりであること、

上流の衣川付近で新たな浸水被害の激化が起こったことなどを鑑みれば、依然として同事

業において検討すべき課題は残っている。 
 後に、Savas図式による分析の効果について考察すると、認定・選定を描き出すこと

により国の公共サービスのあり方について一定の知見を得ることが出来たと言える。財・

サービスの提供を描くことで、地域間対立の存在についても描き出された。ただし、図3
におけるPFとC1の関係のように、同一の地域に属しながら利害が対立したり、時には同

一の主体の中でも複数の役割を持ちうるような場合において、文章による補足を必要とす

る点が同図式の課題であると考えられる。 
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終章 考察 
古井戸 宏通（東大院） 

 
「はじめに」でも述べたように、地域資源管理事例、とりわけ欧州林政事例を NPM 論一

般と比較すると、下記のようないくつかの特徴がみられる。 
1. 公共サービス（環境便益）と市場財（木材など）の供給が同時に行われている。これ

に関連して、公共サービスが提供されている「空間」が無視できない。 
2. 民間企業 PF と土地所有者を区別する必要がしばしば生じる。 
3. 施策対象の決定や「望ましい施業」の定式化にかかわる技術情報をもつ専門家の役割

が重要になっている。 
4. 公共部門自身が専門家的役割を果たすケースもある。 
 これらの特徴の政策的含意として、「環境便益と木材の結合供給を目的とする技術情報の

提供という専門家の役割が重要」であり、「大規模な造林が国策であった時代から、施業や

樹種転換も含めた更新方法の選択といった微調整が地域の課題として重要になってきてお

り、この変化を受けて、より詳細な技術情報が要請されているようである。『ポスト工業化』

の時代にあって、森林の再生力・林業経営の継続性を維持するためには、森林・林業に関

するきめ細かい知識（技術情報）をローカルレベルで動員する必要が生じているともいえ

よう。森林の多面的機能を考慮した地方私有林行政の新たな展開にとって、施策対象の画

定、施業のあり方や施業費用にかかわる技術情報が今後ますます重要になると考えられる」

といった暫定的な立論が可能である。 
 しかし本報告書においては、こうした政策的含意の抽出を急ぐことよりも、Savas 図の施

策分析における有用性と限界について考えたい。上記の特徴を踏まえて Savas 図を描く場

合、大別して、主体の種類と関係性の分類の２つの制約に突き当たる。この制約は、地域

資源管理施策の構造にかかわるものである。以下、１～７章において記述された事例およ

び提起された問題をこの 2 点から整理してみよう。 
 
（１）主体の種類 
 Savas 図では、G（政府、地方公共団体）、PF（私企業）、C（消費者）、VA（非営利団体）

の 4 種類が、特定の公共サービス供給事業の図式化にあたっての標準的な主体分類となっ

ている。 
 1 章は、小笠原におけるエコツーリズムとその規制を扱ったものであり、a.政府には、林

野庁、環境省、東京都、小笠原村という、セクションや分権性のレベルが異なる４つの主

体が存在し、b.私企業はガイド業者であり、c.消費者は観光客であり、d.非営利団体には、

業界団体的なものも含めると７つの主体が存在した。このほか、公的な協議の場である「合

意形成・調整機関」が６つ存在し、山崎はこれを非営利団体とは区別し、擬似的な主体と

して扱っている。 
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 2 章は、長野県小川村における「絆の森」事業を分析したものであり、地域資源の持続性

という観点から分析すると非常に多種多様な主体をみなければならない。公的関与という

観点からこれを単純化すると、非営利団体「信州フォレストワーク SFW」を認定し実際に

資金を支出している公的機関は県であり、SFW の活動がもたらす財・サービスの提供は、

直接的には森林所有者に対する森林整備サービスの提供でありながら、同時に都市住民に

対する環境用役の提供にもつながっていると奥山はみる。 
 3 章は、東京都自然環境局が推進する「東京グリーンシップ・アクション」を分析したも

のであり、この事例の特徴はボランティア団体の数の多さである。芝原は、私企業を含む

団体と、その構成員を区別し、団体を PF、構成員を VA とみなした。これは NPO などに

よってさらに都民ボランティアが認定される構造を明示するためであると考えられる。 
 4 章は、ケニア野生動物保全における保全活動・保護区運営体制を時系列的に分析したも

のである。政府部門について、植民地時代の宗主国政府や現代における国際機関の関与が

重要な役割を果たしているのが特徴である。また、本来観光客を顧客とする営利企業にす

ぎない観光会社が、地元経済振興と野生動物保全という必ずしも両立しない活動を展開す

るなかで、「誰がこの会社を認定しているか」「受益者は誰か」という関係性の時系列的変

化を目黒は注視している。目黒はさらに、地域のスケールと「野生動物とのかかわり」の

２軸によって主体分類を拡張するという意欲的な提案を示している。 
 ５章は、国有林野事業における「遊々の森」制度を、岩手県遠野市の事例について時系

列的に分析したものである。「遊々の森」制度は、国有林が森林教育の目的で国民に林地の

一部を利用させるものである。国有林の財政機構を考慮して、政府部門を一般会計と林野

庁に分けている。 
 ６章は、日本林野制度史において特徴的な「官地民木林」制度の成立した青森県鰺ヶ沢

町の事例を時系列的に分析している。赤池の示す図３は、1993 年に到るまで、地盤が国有

であるにもかかわらず、国・所有者・立木の消費者の間になんらの金銭的支出が発生して

いないという前近代的関係をシンプルに明確化することに成功している。1997 年に国から

町に地盤（土地）の払下げが行われた後は、町・所有者・立木の消費者等の間に金銭的支

払いが発生するようになったがそれが具体的にどのような関係であるかを図４は視覚的に

明示している。 
 ７章は、一関遊水地を例に、近世の治水事業、現代の治水事業を一般化した上で、当該

事業の特徴を分析している。近世治水の G には旧藩が現れ、現代の治水では、G は近代国

家、住民は地権者 PF と受益者住民 C1 に分けて深谷はとらえている。その上で、一関遊水

地事業に関しては、国・県・市・専門家・地権者・市街地・下流民という諸主体間の関係

を分析している。 
（２）関係性の分類 
 Savas 図では、財・サービスの提供、（金銭的）支払い、認定・選定、の 3 種類のフロー

が、特定の公共サービス供給事業の図式化にあたっての標準的な主体間の関係性を記述す

116



る分類となっている。 
 1 章においては、擬似的な主体である協議会等の＜合意形成の場＞においてなされる「協

定」を、双方向の認定線で表章したのが山崎のくふうである。また、非営利団体が協議会

に「参加」することが、協議会を「認定」したとみなす。協定の扱いについては、3 章の芝

原も問題提起をしており、Savas のいう「Institutional Arrangement」でありながら Savas
図式には描くことができない、と論じている。協議によって地域資源管理のアイディアが

合意されるプロセスをどうみなすかは難しい問題であり、仮に専門家のみがアイディアを

提供するのであれば単なるサービスの提供にすぎないが、協議会に参加するという活動は、

利己的な目的に加えて、地域集団の安定化に寄与する可能性もあり、結果として一定の科

学的合理性をベースとした、地域集団にとってのベター・オフ的な管理指針が策定される

という意味で言えば、サービスの提供（＝地元にとっての管理ノウハウの確立）にかかわ

る共同行為であるとみなすこともできよう。 
 ２章の「絆の森」は、5 章とも共通するが、事業活動の場を意識した表章方法となってい

る。奥山の場合、「場」は主体間の関係を示す矢印の背景として巧みに描かれている。 
 ３章の芝原のもう一つの問題提起は、CSR 的な企業の行動において、企業の利得をいか

に表現するかということである。社会責任会計においては企業の「社会貸借対照表」にお

ける将来正のフローを生じうる資産として記録されるべき性格のものであろう。したがっ

て、これが表現できないのは、Savas 図が現実に発生しているフローを表章する体系である

にすぎないという正当な批判を意味する。 
 4 章においては、「１．２」において目黒が、「３つの関係行為の修正」を正面から論じて

いる。支払いについてはとくに修正の要はないとしつつ、財・サービスの供給については、

野生生物資源利用における「消費的利用」「非消費的利用」の差異を鋭敏に指摘して、これ

に対応する管理を区別することを提唱した。Savas が想定していなかった、かつ持続性に大

いにかかわる論点である。認定・選定については、「（１）」に述べた「誰が観光会社を認定

しているか」という論点、とくに認定者としての地元住民の存在を注視している。 
 ５章においては、「遊々の森」制度が、Savas が主たる対象とした公共サービスの提供と

いうよりは、利用を重視した土地管理的性格が強いことを反映して、大地の分析において

は、＜土地＞という場を擬似的に主体として想定し、これに対する働きかけを意味する二

重矢印を新たに設定している。制度の性格が、土地利用に深く根ざしているこうした事例

においては、このような分析が有効であるかもしれない。ただし「土地」そのものは経済

主体ではありえないことはいうまでもない。 
 ６章と７章は、Savas の想定した関係性自体に手を加えるよりも、Savas の想定内におい

て時系列的な変化を抉出した分析である。7 章の深谷論文において、旧藩時代の治水につい

て地元出役が存在しなかったかなど、6 章の赤池論文において、共同体的出役義務が存在し

たとすれば当然サービスの供給であるし、出役しない場合に金銭支払いで代替するシステ

ムであれば「支払い」も存在したであろう。こうした近代以前の諸システムの Savas 図に
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よる表章という課題も、こうした事例によって明確になった。 
 
 地域資源管理において、主体と関係性には、以上のような多様性があることがみてとれ

る。これらは先述したように、地域資源管理における公共サービス供給の構造をどうとら

えるか、という問題に直結している。どういう構造類型が存在し、それぞれの構造がそれ

ぞれの事例について適切なのか否かといった評価は、ここまでの限られた事例においては

差し控えたい。 
 
 ところで、公共サービス供給として森林管理をとらえた Perrot-Maître and Davis (2001)
は、以下のような分析視点を示している(1)。 

1. どんな生態系サービスが資金助成されるか 
2. 誰がそのサービスを供給するか 
3. 誰が支払うか 
4. どんな手法が用いられるか 
5. 法的文脈はなにか 
6. 公共部門の役割は？ 
7. 公平性のかかわる部分はなにか 
8. 森林への意図される影響はなにか 
9. 同様のシステムを構築するための教訓はなにか 

このうち、「１．」「３．」は、Savas 図における「支払い」、「２．」は「財・サービスの提供」

におよそ相当し、「４．」「５．」のあたりに「認定・選定」がかかわると考えられる。つま

り、Savas 図は、上記「１．」～「９．」についてみただけでも、構造の一部をみるためのツ

ールであることがわかる。 
 そもそも「７．」の公平性は、公共部門の関わり方についての憲法的重要性をもつ規準で

ある。これは、Savas 図の拡張によって表章しうるというよりも、記述的な分析と併用する

ことで初めて明らかにすることができよう。このような限界はあるものの、Savas 図を描く

ことでえられたさまざまな施策類型のそれぞれについて、たとえば公平性の議論をするこ

とは 100%可能であるのであって、Savas 図自身の善悪よりも Savas 図をどう使うかという

ことが重要であろう。その方法については、すでに各章の執筆者が明示的であるか否かに

かかわらず示唆しているところである。一例として、山崎が「財・サービスの適切な提供

が不十分であり、行政からの財の提供に頼りがちで、受益者である PF からの財やサービス

の提供が不十分である」「C である観光客からの受益者負担が適切に行われていない」と指

摘した点は、何が「適切」かという論点を残しつつ、まさに公平性についての議論となっ

ている。Savas 図の拡張とともに、Savas 図の活用方法については、今後の課題としたい。 
 筆者の総括、理論と事例分析のすべてに対して、読者の助言と叱正を賜れば幸いである。 
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注 
(1)Perrot-Maître and Davis (2001) : Case Studies of Markets and Innovative Financial 
Mechanisms for Water Services from Forests, p2 
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